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▪昭和３９年 ７ 月	 石川県医師信用組合設立
▪昭和３９年 ８ 月	 診療報酬控除等の業務展開を開始
▪昭和４５年１１月	 振込業務（為替業務の一部）を開始
▪昭和４９年 ７ 月	 創立１０周年を迎える
▪平成 ６年 ７月	 創立３０周年を迎える
▪平成 ７年１０月	 金沢手形交換所加盟
▪平成 ７年１１月	 内国為替制度加盟（全信組連経由でテレ為替取扱開始）
▪平成 ８年 ８月	 ディスクロージャー誌　第一号発行
▪平成 ９年 ５月	 預金高１００億円達成
▪平成１１年 ４ 月	 	「西暦２０００年問題対応」及び業務のレベルアップのための

コンピュータ入替え完了
▪平成１２年 ７ 月	 北陸財務局による金融検査を受検
▪平成１２年１０月	 全国医師信用組合連絡協議会総会（金沢市開催	当番組合）
▪平成１５年 ３ 月	 北陸財務局による金融検査を受検
▪平成１５年１０月	 信組システム共同センター（ＳＫＣ）に加盟
▪平成１５年１１月	「石川県医師会・日赤共同ビル」に新築移転（金沢市鞍月東）
▪平成１６年 ７ 月	 創立４０周年を迎える
▪平成１８年 １ 月	 北陸財務局による金融検査を受検
▪平成１８年１１月	 預金保険機構による検査を受検
▪平成１９年 ４ 月	「災害復興支援融資」（能登半島地震）の取扱
▪平成２０年 ４ 月	「ドクターサポートローン」（事業性ローン）
	 「ドクターフリーローン」（非事業性ローン）の取扱開始
▪平成２０年 ７ 月	「災害復興支援融資」（浅野川豪雨）の取扱
	 「災害復興支援融資」の制度融資化
▪平成２０年１２月	 北陸財務局による金融検査を受検
▪平成２１年 ２ 月	「マイカーローン」の取扱開始
▪平成２１年 ４ 月	「新規開業ローン」の取扱開始
▪平成２１年 ８ 月	「事業継承ローン」の取扱開始
▪平成２１年 ９ 月	「事業ステップアップローン」の取扱開始
	 「一般融資（変動金利・年 ２回見直し）」の取扱開始
▪平成２２年 ９ 月	「教育ローン」の取扱開始
▪平成２３年 １ 月	「メディカルローン」の取扱開始
	 北陸財務局による金融検査（金融円滑化）を受検
▪平成２３年１１月	 第 ６ 次全銀システム開始
▪平成２４年 ８ 月	「オートローン」の取扱開始
▪平成２５年 ３ 月	 	北陸財務局による金融検査を受検（経営管理・信用リス

ク・市場リスク）
▪平成２６年 ２ 月	「経営者保証に関するガイドライン」への態勢整備実施
▪平成２６年 ７ 月	 創立５０周年を迎える
▪平成２６年１１月	「借換え専用ローン」、「住宅ローン」の取扱開始
▪平成２７年 ５ 月	 第 ６ 次オンラインシステム稼働開始
▪平成２７年 ５ 月	「医師応援ファンド」の取扱開始
▪平成２８年 ６ 月	「リフォームローン」の取扱開始
▪平成２８年１０月	「オートローン」医師協同組合とのタイアップ商品取扱開始
▪平成２９年 ５ 月	 総預金３００億円突破
▪平成２９年 ６ 月	 住宅ローン固定金利（ ５年・１０年）の取扱開始
▪平成３０年 １ 月	 貸出金５０億円突破
▪平成３０年 ４ 月	 三井住友信託銀行と信託代理店契約を締結
▪平成３０年 ６ 月	 しんくみローンリサーチ（ＷＥＢ対応）取扱開始

▪平成３１年 ４ 月	 住宅ローン（ ８大疾病）の取扱開始
▪令和元年 ７月	 北陸財務局による金融検査を受検
▪令和元年１０月	 全国医師信用組合連絡協議会総会（金沢市開催	当番組合）
	 （台風１９号の影響を考慮し中止）
▪令和 ２年 ３月	 緊急経営安定資金支援融資（新型コロナ）の取扱開始
▪令和 ２年１２月	「２０２０年度」分野横断的演習参加
▪令和 ３年１０月	 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習参加
▪令和 ３年１２月	「２０２１年度」分野横断的演習参加
▪令和 ４年 ２月	 	金沢中央信用組合と「業務継続のための相互協力協定書」

締結
▪令和 ４年 ９月	 預金保険機構による検査を受検
▪令和 ４年１２月	「２０２２年度」分野横断的演習参加

ご　あ　い　さ　つ

　組合員の皆様方には､ 日頃より格別のご愛顧お引き立てを賜り心からお礼申し上げます｡

　このたび、当組合の現況（令和 ４年度第５９期）をまとめましたので、ご理解を深めていただくための資料としてご高覧賜りた

いと存じます。

　石川県医師信用組合は、設立以来、医療業界における相互扶助の精神に基づき、組合員各位をはじめ石川県医師会様、各郡

市医師会様および関係諸団体様のお役に立つ金融機関を目指しております。

　今後とも、組合員皆様の信頼に応えるべく充実した金融サービスを提供できますよう、法令遵守を第一に、経営の健全性の

確保及び強固な経営基盤の確立に努めてまいります。

　組合員の皆様におかれましては、引き続き格別のご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 ５年 ７月　　石川県医師信用組合　理事長　安田　健二　

組合のあゆみ（沿革）

概 　 況・組 　 織

事業の組織

総　　会

理 事 会

常 務 会

監 事 会

次　　長
（統括）

専務理事

常務理事

監　　事理　　事

理 事 長

課　　長 課　　長

内部監査

・常務理事の補佐

・業務等全般
　統括管理責任者

・対外関係・システム
　関係責任者

・個人情報等
　管理統括責任者

・有価証券担当者
（ミドル）

・オフサイトモニタ
　リング担当責任者

・決算業務責任者

・人事関係責任者

・金融円滑化責任者

・マネロン・テロ資金
　供与対策責任者

・融資業務責任者
・システム関係担当責任者
　　信組サーバ
　　店内ネットワーク
　　組連ネット
　　インターネットバンキング
・有価証券担当者（バック）
・人事関係担当者

・内部業務責任者
・総務（経費等）、日計事務
担当責任者
・顧客総合管理・個人情報
管理責任者
・預金保険機構関係管理責
任者
・渉外業務・営業推進
・資産査定責任者
・総務（総会・理事会）関係
責任者
・サイバーセキュリティ担
当責任者
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理 事 長　　安　田　健　二（＊）	 理　　事　　森　下　　　肇（＊）

専務理事　　洞　庭　賢　一（＊）	 理　　事　　松　葉　　　明（＊）

常務理事　　前　田　晴　彦（＊）	 理　　事　　吉　光　康　平（＊）

理　　事　　橋　本　英　樹（＊）	 理　　事　　平　場　吉　治（＊）

理　　事　　牛　村　　　繁（＊）	 理　　事　　佐　原　まゆみ（＊）

理　　事　　羽　柴　　　厚（＊）	 理　　事　　宮　下　隆　司（＊）

理　　事　　鍛　治　恭　介（＊）	 監　　事　　木　下　弘　治（＊）

理　　事　　宮　内　　　修（＊）	 監　　事　　的　場　宗　敏（＊）

理　　事　　村　井　　　裕（＊）	 監　　事　　田　中　良　則（＊）

理　　事　　北　村　　　学（＊）	 監　　事　　沖　野　惣　一（＊）

注）	当組合は、職員出身者以外の理事（＊印）の経営参画により、ガバナン

スの向上や組合員の意見の多面的な反映に努めております。

▪基本理念・・・地域医療の発展に貢献いたします

　当組合は、医業域の協同組織金融機関として、医業間の協調精神、相

互扶助の精神に基づき、金融面から医業経営の安定、発展のお手伝いを

するとともに、「地域医療」の発展に寄与することを基本理念としています。

▪経営方針・・・健全経営に徹します
　基本理念に基づき業域信用組合としての社会的使命を果たすべく、経

営の健全性確保に努め、経営基盤の強化を図り、組合員の事業発展に貢

献いたします。

《当組合の経営姿勢と考え方》

◦経営の健全性の確保

経営には、安全性、収益性、効率性の確保が求められています。

自己責任原則による経営をすすめ、経営のディスクローズを通じて当組

合の経営について組合員の理解を深めると共に「コンプライアンス」と

「リスク管理態勢」及び「内部管理態勢」の強化を図ります。

◦経営体質の強化

安定的な収益の確保によって経営体質の強化に努めてまいります。

◦医業経営へのお手伝い

当組合は石川県下の医業界を背景とした業域信用組合であります。

従って、医業経営のためのお手伝いを積極的に行なうことにより、充実

した金融サービスを提供しながら医業経営を側面から支援し、「地域医

療」の発展に貢献いたします。

《金融経済環境》

　２０２３年は米国の実質GDP成長率が０.８％と予想されるなど、世界経済は

低成長となる見通しです。年前半は、物価高と金融引き締めの影響により

米国経済が減速、欧州は年を通して景気が悪化すると予想されます。加え

て、中国経済は不動産問題とゼロコロナ政策の影響が残るとみています。

　国内経済は成長率こそ鈍化するものの、ウィズコロナの生活様式が広

がり、景気への悪影響は限定的とみています。

　こうした中、植田日銀新総裁は ４月１０日の就任会見において、「長期化

した大規模金融緩和の副作用に配慮しつつも、物価上昇率 ２％を目標に

現行の金融緩和策を継続する」と発言されました。また、初開催となった

４月２７日から２８日の金融政策決定会合においても、現行の緩和政策の維

持を決定しました。今後も継続して政策修正の議論が行われるとみられる

が、年後半にかけて米国国債金利の一段の低下も見込まれ、YCCを撤廃・

修正したとしても、日本国債金利の上昇圧力が顕在化する可能性は少ない

と思われ、今年度の日本国債金利は大幅には上昇しないと考えています。

《業　績》

　預金は期末残高で４０１億１２百万円、前期比２０億１８百万円の増加、５.２９％

の伸率となりました。日銀の金利政策継続の中、金利の有利性から当組

合への預入れが増加し、順調に推移致しました。一方、貸出金は新規開

業ローン（前期比２８９百万円増加）の増加や当組合の主力商品であるオー

トローンの取扱いもコロナ前の水準まで回復したこともあり、期末残高

で７８億７５百万円、前期比 ２億１４百万円の増加、２.７９％の伸率となりました。

　令和 ４年度決算は、収益面において資金運用収益は、相変わらず市場

金利低迷による有価証券の運用難が続き、有価証券利息配当金は前期比

較で微減、預け金利息は日本銀行借用金返済により預け金残高が減少し

前期比較で減少となりましたが、貸出金増加による貸出金利息、その他

の受入利息（主に日本銀行による地域金融強化のための特別当座預金制

度による付利相当額）の増加により前期比較で増加しました。また、そ

の他業務収益（主に団体生命保険取扱いによる配当金増加）においても前

期比較で増加し、経常収益では前期比較で ５百万円増加しました。

　一方、費用面では資金調達費用で、預金利息が預金残高増加に伴い前

期比較で増加、借入金利息は日本銀行「新型コロナ対応特別資金供給」に

かかる借用金残高減少により借入金利息（△０.１％を乗じた利息）が減少

し、前期比較で増加しました。また、役務取引等費用（主に団体生命保

険取扱いによる保険料増加）においても前期比較で増加しました。経費

は、嘱託職員 １名退職、コロナウイルスによる行動制限、預金保険料の

減少等、全体において前期比較で減少しましたが、経常費用では前期比

較で １百万円の増加となりました。

　よって経常利益 １億３５百万円、当期純利益は９８百万円と、増収増益の

決算となりました。

▪顧客保護等管理方針
１ ．お客さま保護のための基本方針

　当組合は、法令、諸規則、諸規程（以下「法令等」といいます。）を遵守

して誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合の商品・サービス（以下「商

品等」といいます。）の正当な利益の確保及びその利便性の向上を図り、

もってお客さまからの信頼を確保するために継続的に取り組みます。

２．お客さまへのご説明について

⑴　当組合は、法令等を遵守して、お客さまへの説明を要するすべての

商品等について、お客さまの取引目的、ご理解、ご経験、ご資産の状

況等に応じた適切かつ十分な商品説明と情報提供を行います。

⑵　お客さまに対する経営相談・経営指導及び経営改善等について、金

融円滑化の観点より、適切な説明・対応に努めます。

３．お客さまからのご相談・苦情等の対処について

⑴　当組合は、お客さまからのご相談、苦情等について、迅速かつ誠実

に対応し、お客さまの正当な利益を公正に確保して、もって当組合の

事業についてお客さまのご理解が得られるように努めます。

⑵　お客さまからの返済条件変更等負担の軽減に関する申込み・相談に

対しては、迅速かつ誠実な対応に努めます。

４．お客さまの情報管理について

⑴　当組合は、お客さまの情報について、これを適法かつ適切な手段で

取得し、正当な理由なく、当組合がお客さまにお示しした利用目的の

範囲を超えた取扱いや外部への提供を行いません。

⑵　当組合は、お客さまの情報の正確性の維持に努めるとともに、お客

さまの情報への不正なアクセスや情報の流出等の防止のため、適切か

つ十分な安全保護措置を講じます。

５ 	．当組合の業務を外部委託する場合におけるお客さま情報の取扱いやお

客さまへの対応について

　当組合がその業務を第三者に外部委託する場合においても、お客さま

の情報及びお客さまへの対応が適切に行われるように外部委託先を管理

します。

▪勧誘方針
　当組合は、金融商品の販売等にあたって、各種法令・規則等を遵守す

ると共に、次の各事項に基づき、適切な勧誘を行います。

１．お客さまの知識・ご経験等を考慮のうえ、お客さまの自主的な判断の

ために必要となる適切な情報提供を行います。

２．お客さまに対して、商品内容やリスクなど重要な事項に関する説明を

行い十分理解していただくよう努めます。

３．良識を持った節度ある行動により、お客さまの信頼の確保に努め、お

客さまにとって迷惑となる方法や不都合な時間帯での勧誘を行いません。

４．誠実・公正な勧誘に努め、事実ではない情報を提供するなど、お客さ

役員一覧（理事及び監事の氏名・役職名）　� （令和 ５年 ６月１７日現在）

事　業　方　針

令和 4年度　経営環境・事業概況

当組合の顧客保護への取組
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まの誤解を招くような勧誘を行いません。

５．役職員に対する研修を充実し、金融商品に関する知識の充実を図ると

ともに、適切な勧誘が行われる様、内部管理体制の強化に努めます。

６．相談・苦情等受付窓口を設置し、お客さまからのご相談・苦情・ご要

望および照会等に対し、親切を旨として誠実に対応いたします。

▪反社会的勢力に対する基本方針
　当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展

を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり基本方針

を定め、これを遵守します。

１．組織としての対応

　　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全

を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。

２．外部専門機関との連携

　　当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴

力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係

を構築します。

３．取引の未然防止を含めた関係の遮断

　　当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識し、その責任を組織全体

で果たすため、反社会的勢力との取引の未然防止を含めた一切の関係を

遮断し、反社会的勢力からの不当な要求には応じません。

４．有事における民事と刑事の法的対応

　　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両

面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

５．資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止

　　当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠

ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。

▪組合員各位の要望・意見を把握するための取組
　当組合では、組合員の皆様のさまざまなご意見・ご要望を把握し、商

品開発・サービスの質向上に繋げていくための仕組み造りを進めています。

１．「お客様相談窓口」を設置しております。お客様からの苦情・ご相談窓

口としてご利用いただいております。

２．「金融円滑化相談窓口」を設置しております。お客様への継続支援を目

的とした相談窓口としてご利用いただいております。

３．「お客様ご利用アンケート」を毎年実施しております。「お客様の声」と

して全役職員に周知し、更なる改善を進めております。

１．対象役員

　当組合では、理事全員及び監事全員（非常勤を含む）の報酬体系を開示

しております。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払

う「基本報酬」及び在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任

時に支払う「退職慰労金」で構成されています。

⑴　報酬体系の概要

【基本報酬】

　非常勤を含む全役員の基本報酬につきましては、総会において、理

事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しており

ます。

　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位を勘案し、当

組合の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額

につきましては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】

　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退

任時に総会で承認を得た後、支払っております。なお、当組合では、

全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として職務手

当・功労金・勤務手当等を「役員退職規程」で定めております。

⑵　令和 ４年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（単位：千円）

区 分 当期中の報酬支払額 総会等で定められた報酬限度額
理 　 事 １６,８６９ １７,０００
監 　 事 ９１２ １,０００

合 　 計 １７,７８１ １８,０００

注 １．上記は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第１５条別紙
様式第 ４号「附属明細書」における役員に対する報酬です。

注 ２．支払人数は、理事は１９名、監事は ６名です。
注 ３．上記以外の支払いとして、役員退職慰労金（理事１,１７０千円、監事

１,０１０千円）があります。

⑶　その他

　「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第６９条第 １項第 ６

号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用協同組合等

の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁

長官が別に定めるものを定める件」（平成２４年 ３ 月２９日付金融庁告示第

２３号）第 ３条第 １項第 ５号に該当する事項はありません。

２．対象職員等

　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当組合の

職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける

者のうち、当組合の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいい

ます。

　なお、令和 ４年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

注 １．退任・退職者を含めて対象職員等の該当者を判定しております。

注 ２．「同等額」は、令和 ４年度に対象役員に支払った報酬等の平均額とし

ております。

注 ３．当組合の職員の給与、賞与及び退職金は当組合における「給与規程」

及び「退職金規程」に基づき支払っております。

　　　　なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関で

あり、業績連動型の報酬体系を取り入れた自社の利益を上げること

や株価を上げることに動機づけされた報酬となっていないため、職

員が過度なリスクテイクを引き起こす報酬体系はありません。	

▪決議事項
第 １号議案　	第５９期（令和 ４年度）事業報告書による事業報告、貸借対照表、

損益計算書及び剰余金処分（案）の承認の件	 	

本件は原案どおり承認可決されました。

第 ２号議案　	第６０期（令和 ５年度）事業計画及び収支計画承認の件	 	

本件は原案どおり承認可決されました。

報酬体系について

組合員の推移� （単位：人）

区 分 令和 ３年度末 令和 4年度末
個 人 １,２４７ １,２３７
法 人 ３４０ ３４３

合 計 １,５８７ １,５８０

第５９期通常総会について
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経 理 ・経 営 内 容

貸借対照表� （単位：千円）

科　　　　　目 金　　　　　額
（負債の部） 令和 ３年度 令和 4年度

預 金 積 金 ３８,０９4,０５4 4０,１１2,５4７
	 当 座 預 金 － －
	 普 通 預 金 １６,８２１,６９１ １８,０５９,０２６
	 貯 蓄 預 金 － －
	 通 知 預 金 － －
	 定 期 預 金 ２０,０９６,８５５ ２１,０２８,４２５
	 定 期 積 金 １,１５８,１４７ １,００６,２５９
	 そ の 他 の 預 金 １７,３６０ １８,８３７
譲 渡 性 預 金 － －
借 用 金 ５,１００,０００ １,３００,０００
	 借 入 金 ５,１００,０００ １,３００,０００
	 当 座 借 越 － －
	 再 割 引 手 形 － －
売 渡 手 形 － －
コ － ル マ ネ － － －
売 現 先 勘 定 － －
債券貸借取引受入担保金 － －
コ マ － シ ャ ル・ペ － パ － － －
外 国 為 替 － －
	 外 国 他 店 預 り － －
	 外 国 他 店 借 － －
	 売 渡 外 国 為 替 － －
	 未 払 外 国 為 替 － －
そ の 他 負 債 ６７,５７８ ６９,５７2
	 未 決 済 為 替 借 － －
	 未 払 費 用 ２２,５７５ ２３,７９６
	 給 付 補 塡 備 金 １,４７６ １,２１４
	 未 払 法 人 税 等 ３３,０１１ ３５,４２５
	 前 受 収 益 ５,５１４ ４,５５６
	 払 戻 未 済 金 ２,９００ ２,８６０
	 職 員 預 り 金 － －
	 先 物 取 引 受 入 証 拠 金 － －
	 先 物 取 引 差 金 勘 定 － －
	 借 入 商 品 債 券 － －
	 借 入 有 価 証 券 － －
	 売 付 商 品 債 券 － －
	 売 付 債 券 － －
	 金 融 派 生 商 品 － －
	 リ － ス 債 務 － －
	 資 産 除 去 債 務 － －
	 そ の 他 の 負 債 ２,１００ １,７１９
賞 与 引 当 金 2,７５３ 2,８３2
役 員 賞 与 引 当 金 － －
退 職 給 付 引 当 金 １９,０７８ 2０,１５５
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 １2,５３３ １１,８７８
特 別 法 上 の 引 当 金 － －
	 金融商品取引責任準備金 － －
繰 延 税 金 負 債 ５８,５０７ －
再評価に係る繰延税金負債 － －
債 務 保 証 １５６,７９4 2７2,３１８
負 債 の 部 合 計 4３,５１１,2９９ 4１,７８９,３０4

（純資産の部）
出 資 金 ９８,4８2 ９５,８７2
	 普 通 出 資 金 ９８,４８２ ９５,８７２
	 優 先 出 資 金 － －
優 先 出 資 申 込 証 拠 金 － －
資 本 剰 余 金 － －
	 資 本 準 備 金 － －
	 そ の 他 資 本 剰 余 金 － －
利 益 剰 余 金 2,５９７,００７ 2,６９１,4６１
	 利 益 準 備 金 １１６,５９９ １１６,５９９
	 そ の 他 利 益 剰 余 金 ２,４８０,４０８ ２,５７４,８６２
	 	 特 別 積 立 金 ２,３３４,０００ ２,４２６,０００
	 	（ う ち 目 的 積 立 金 ） （　－） （　－）
	 当期未処分剰余金（又は当期未処理損失金） １４６,４０８ １４８,８６２
自 己 優 先 出 資 － －
自己優先出資申込証拠金 － －
組 合 員 勘 定 合 計 2,６９５,4８９ 2,７８７,３３３
その他有価証券評価差額金 １８５,2３4 △�2５2,22８
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 － －
土 地 再 評 価 差 額 金 － －
評 価・換 算 差 額 等 合 計 １８５,2３4 △�2５2,22８
純 資 産 の 部 合 計 2,８８０,７24 2,５３５,１０4
負 債 及び純資産の部合計 4６,３９2,０2３ 44,３24,4０８

科　　　　　目 金　　　　　額
（資産の部） 令和 ３年度 令和 4年度

現 金 4８,５4３ ７０,24０
預 け 金 １５,５７９,８4８ １2,６１０,2５4
買 入 手 形 － －
コ ー ル ロ ー ン － －
買 現 先 勘 定 － －
債券貸借取引支払保証金 － －
買 入 金 銭 債 権 － －
金 銭 の 信 託 － －
商 品 有 価 証 券 － －
	 商 品 国 債 － －
	 商 品 地 方 債 － －
	 商 品 政 府 保 証 債 － －
	 そ の 他 の 商 品 有 価 証 券 － －
有 価 証 券 22,８７2,７０７ 2３,３2１,１８９
	 国 債 ２,５９９,７５０ ２,６８４,２９０
	 地 方 債 ３,１３１,４４１ ３,０２５,８３３
	 短 期 社 債 － －
	 社 債 １３,０２５,８７０ １３,３４６,６３０
	 株 式 １１,２５０ １４,４７５
	 そ の 他 の 証 券 ４,１０４,３９６ ４,２４９,９６１
貸 出 金 ７,６６１,８６１ ７,８７５,2１７
	 割 引 手 形 － －
	 手 形 貸 付 ４５８,３２４ ４２,５９３
	 証 書 貸 付 ７,２０３,５３７ ７,８３２,６２４
	 当 座 貸 越 － －
外 国 為 替 － －
	 外 国 他 店 預 け － －
	 外 国 他 店 貸 － －
	 買 入 外 国 為 替 － －
	 取 立 外 国 為 替 － －
そ の 他 資 産 ９０,９６７ ８５,2７３
	 未 決 済 為 替 貸 － １０
	 全 信 組 連 出 資 金 ３７,５００ ３７,５００
	 前 払 費 用 ６４ ４５
	 未 収 収 益 ４８,２５１ ４７,２６７
	 先 物 取 引 差 入 証 拠 金 － －
	 先 物 取 引 差 金 勘 定 － －
	 保 管 有 価 証 券 等 － －
	 金 融 派 生 商 品 － －
	 そ の 他 の 資 産 ５,１５２ ４４９
有 形 固 定 資 産 ６,６１５ ６,７９５
	 建 物 ２２９ １６８
	 土 地 － －
	 リ ー ス 資 産 － －
	 建 設 仮 勘 定 － －
	 そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 ６,３８５ ６,６２６
無 形 固 定 資 産 ３７８ 22０
	 ソ フ ト ウ ェ ア ３６８ ２１０
	 の れ ん － －
	 リ ー ス 資 産 － －
	 そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 １０ １０
繰 延 税 金 資 産 － １０８,９３３
再評価に係る繰延税金資産 － －
債 務 保 証 見 返 １５６,７９4 2７2,３１８
貸 倒 引 当 金 △�2５,６９３ △�2６,０３３
	（ う ち個別貸倒引当金） （△	２３,６０９） （△	２３,９０２）

資 産 の 部 合 計 4６,３９2,０2３ 44,３24,4０８
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（注）
１．記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価
法（定額法）、その他有価証券については原則として時価法（売却原価は主として
移動平均法により算定）、ただし、市場価格のない株式等については移動平均法
による原価法により行っております。

　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入により処理して
おります。

３．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成２８年 ４月１
日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　　　　　建物（建物附属設備）　　１３年
　　　　　　　　その他　　　　　　　　 ４年～３９年
４ ．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、当組合内における利用可能期間（ ５
年）に基づいて償却しております。

５．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　日本公認会計士協会　銀行等監査特別委員会報告第 ４号「銀行等金融機関の資産
の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（令和 ４年
４月１４日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、
一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した
貸倒実績率等に基づき引当てております。破綻懸念先債権に相当する債権につ
いては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控
除し、その残額のうち必要と認める額を引当てております。破綻先債権及び実
質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及
び保証による回収可能見込額を控除した残額を引当てております。

　　全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施しており、その査
定結果により上記の引当てを行っております。

６．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給
見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

７．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、企業会計基準適用指針第２５
号「退職給付に関する会計基準の適用指針」（平成２７年 ３ 月２６日）に定める簡便法
（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、当
事業年度末における必要額を計上しております。

　　なお、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総合
設立型企業年金基金）を採用しております。当該企業年金制度に関する事項は次
のとおりであります。
⑴　制度全体の積立状況に関する事項（令和 ４年 ３月３１日現在）
	 年金資産の額	 ２２５,４３６百万円 

	 年金財政計算上の数理債務の額	  ２２１,５９２百万円 

	 差引額	 ３,８４３百万円 

⑵　制度全体に占める当組合の掛金拠出割合
　　（令和 ３年 ４月分～令和 ４年 ３月分）
　　　　　　　　　０.０６１％
⑶　補足説明
上記⑴の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１２,３９４百万
円及び別途積立金１６,２３８百万円であります。本制度における過去勤務債務の
償却方法は期間１０年の元利均等償却であり、当組合は、当期の計算書類上、
当該償却に充てられる特別掛金９００千円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給
与の額に乗じることで算定されるため、上記⑵の割合は当組合の実際の負
担割合とは一致しておりません。

８．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基
づく当事業年度末要支給額を引当てております。

９．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形
固定資産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得原価に算入しております。

１０．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額
	 ９９,４０５千円
１１．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務はありません。
１２．有形固定資産の減価償却累計額	 ３５,４３４千円
１３．貸出金のうち、破綻先債権額は２３,６９１千円であります。また、延滞債権額は
２１１千円であります。

　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続している
ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとし
て未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収
利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６
条第 １項第 ３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 ４号に規定する事由が
生じている貸出金であります。

　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者
の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金以
外の貸出金であります。

１４．貸出金のうち、 ３か月以上延滞債権額はありません。
　　なお、 ３か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日か
ら ３か月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもの
であります。

１５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５,２９２千円であります。
　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務
者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び ３か月以上
延滞債権に該当しないものであります。

１６．破綻先債権額、延滞債権額、 ３か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額は
２９,１９４千円であります。

　　なお、１３．から１６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
１７．会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であっ
て、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次
のとおりです。

　　　貸倒引当金　　　２６,０３３千円
貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として ５．に記載しております。主要
な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲
得能力を個別に評価し、設定しております。
なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす
可能性があります。

１８．「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第３１号　令和
３年 ６月１７日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首
から適用しております。

１９．担保に提供している資産は、次のとおりであります。
　担保提供している資産
　　預け金	 ８００,０００千円
　　有価証券	 １,４００,０００千円
　担保資産に対応する債務
　　借用金	 １,３００,０００千円

２０．出資 １口当たりの純資産額は２６,４２２円５９銭です。
２１．金融商品の状況に関する事項
⑴　金融商品に対する取組方針
当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っ
ております。このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資
産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
当組合が保有する金融資産は、預け金、有価証券及び事業地域内のお客様に
対する貸出金です。また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、
満期保有目的、その他有価証券及び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格
の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒さ
れております。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
当組合は、信用リスク管理規程及び信用リスクに関する諸規程に従い、
貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、
保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備
し運営しております。
これらの与信管理は、信用リスク管理担当理事を所管として行われ、定
期的に理事会を開催し、審議・報告を行っております。

②　市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理

当組合は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。そし
て、日常的にはVAR、金利感応度分析によりモニタリングを実施し、
理事会に報告しております。

（ⅱ）為替リスクの管理
当組合は、保有有価証券における為替の変動リスクに関して、個別の
案件ごとに管理しております。

（ⅲ）価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、理事会が定めた有価
証券運用計画に基づき理事会の監督の下、資金運用規程・有価証券運
用基準に従い行われています。

（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報
当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける
主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」、「貸出金」、「預金積金」で
あります。当組合では、これらの金融資産および金融負債について、
「『協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第
五号二等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長
官が別に定める事項（平成十九年金融庁告示第十七号）』において通貨ご
とに規定された金利ショック」を用いた時価の変動額を市場リスク量と
し、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しており
ます。当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債
を（固定金利群と変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に応じて適切
な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。
なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、「当事業
年度末において、上方パラレルシフト（指標金利の上昇をいい、日本円
金利の場合１.００％上昇等、通貨ごとに上昇幅が異なる）が生じた場合の
時価」は、１,４２２百万円増加するものと把握しております。当該変動額は、
金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他
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のリスク変数との相関を考慮しておりません。また、金利の合理的な
予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生
じる可能性があります。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の
多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、
流動性リスクを管理しております。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わ
る金額を含めて開示しております。

２２．金融商品の時価等に関する事項
令和 ５年 ３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のと
おりであります（時価等の評価技法（算定方法）については（注 １）参照）。なお、市
場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注 ２）参照）。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

⑴預け金（＊ １） １２,６１０,２５４ １２,６１９,０９３ ８,８３９
⑵有価証券（＊ ２） ２３,３１９,１１９ ２３,１３６,１５１ △	１８２,９６８
　満期保有目的の債券 ２,６００,０００ ２,４１７,０３２ △	１８２,９６８
　その他有価証券 ２０,７１９,１１９ ２０,７１９,１１９ －
⑶貸出金（＊ １） ７,８７５,２１７
　貸倒引当金（＊ ２） △	２６,０３３

７,８４９,１８４ ７,９５３,０６７ １０３,８８３
金融資産計 ４３,７７８,５５７ ４３,７０８,３１１ △	７０,２４６

⑴預金積金（＊ １） ４０,１１２,５４７ ４０,１２４,４２０ １１,８７３
⑵借用金（＊ １） １,３００,０００ １,３００,０００ －

金融負債計 ４１,４１２,５４７ ４１,４２４,４２０ １１,８７３

（＊ １）	預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に
代わる金額」が含まれております。

（＊ ２）	貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。	 	
なお、その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第３１号　令和 ３年 ６月１７日）第２４- ３ 項及び第２４- ９ 項の基準価額を時価とみな
す取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（注 １）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
〈金融資産〉
⑴　預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、市場
金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみなして
おります。

⑵　有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示され
た価格によっております。投資信託は、市場における取引価格が存在して
いる場合は、当該価格を時価としております。市場における取引価格が存
在しない投資信託については、解約等に関して市場参加者からリスクの対
価を求められるほどの重要な制限がない場合、基準価格を時価としており、
当該重要な制限がある場合は基準価格を時価とみなしております。

⑶　貸出金
貸出金は、以下の①と②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金
及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な
方法により算出した時価に代わる金額として記載しております。
①　	破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・
フローの見積りが困難な債権については、それぞれの貸借対照表の貸
出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額）

②　	①以外の債権については、貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金
の合計額を市場金利で割り引いた価額

〈金融負債〉
⑴　預金積金
要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿簿価）を時
価とみなしております。定期性預金の時価は、一定の金額帯および期間帯
ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を一種類の市場
金利で割り引いた価額を時価とみなしております。

⑵　借用金
借用金については、帳簿価額を時価としております。

（注 ２）	市場価格にない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおり
であり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

（単位：千円）
区　　分 貸借対照表計上額

非上場株式（＊ １） ２,０７０
組合出資金（＊ ２） ３７,５００
合　　計 ３９,５７０

（＊ １）	非上場株式については、企業会計基準適用指針第１９号「金融商品の
時価等の開示に関する適用指針」（令和 ２年 ３月３１日）第 ５項に基づ
き、時価開示の対象とはしておりません。

（＊ ２）	組合出資金（全信組連出資金等）については、企業会計基準適用指針
第３１号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和 ３年 ６月１７
日）第２４-１６項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

２３．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
これらには、「国債」、「地方債」、「短期社債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」
が含まれております。以下２６．まで同様であります。
⑴　売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
⑵　満期保有目的の債券

　　　　（時価が貸借対照表計上額を超えるもの）
貸借対照表
計上額 時　　価 差　　額

国　　債 － 千円 － 千円 － 千円

地 方 債 － － －
短期社債 － － －
社　　債 － － －
そ の 他 ４００,０００ ４０２,２１０ ２,２１０
小　　計 ４００,０００ ４０２,２１０ ２,２１０

（時価が貸借対照表計上額を超えないもの）
貸借対照表
計上額 時　　価 差　　額

国　　債 － 千円 － 千円 － 千円

地 方 債 － － －
短期社債 － － －
社　　債 － － －
そ の 他 ２,２００,０００ ２,０１４,８２２ △	１８５,１７７
小　　計 ２,２００,０００ ２,０１４,８２２ △	１８５,１７７
合　　計 ２,６００,０００ ２,４１７,０３２ △	１８２,９６７

⑶　その他有価証券
（貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）

貸借対照表
計上額 取得原価 差額

株　　式 １２,４０５ 千円 １０,６５０ 千円 １,７５５ 千円
債　　券 ９,６９７,４８５ ９,３９１,６５３ ３０５,８３１
　国　　債 ４４６,７００ ４０３,３８３ ４３,３１６
　地 方 債 ２,７７８,６４５ ２,６８１,９３７ ９６,７０７
　短期社債 － － －
　社　　債 ６,４７２,１４０ ６,３０６,３３２ １６５,８０７
そ の 他 １３７,８２５ １３２,６２０ ５,２０４
小　　計 ９,８４７,７１５ ９,５３４,９２４ ３１２,７９１

（貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）
貸借対照表
計上額 取得原価 差額

株　　式 － 千円 － 千円 － 千円

債　　券 ９,３５９,２６８ ９,７３１,６２９ △	３７２,３６１
　国　　債 ２,２３７,５９０ ２,３７０,０３７ △	１３２,４４７
　地 方 債 ２４７,１８８ ２６０,０００ △	１２,８１２
　短期社債 － － －
　社　　債 ６,８７４,４９０ ７,１０１,５９２ △	２２７,１０２
そ の 他 １,５１２,１３６ １,８０１,２３６ △	２８９,１００
小　　計 １０,８７１,４０４ １１,５３２,８６５ △	６６１,４６１
合　　計 ２０,７１９,１１９ ２１,０６７,７９０ △	３４８,６７０

２４．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。
２５．当事業年度中に売却したその他有価証券はありません。
２６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還
予定額は次のとおりであります。

１年以内 １年超 ５年以内 ５年超１０年以内 １０年超
債　　券 １,６２２,４００ 千円 ４,９００,０００ 千円 ５,８２０,０００ 千円 ６,８００,０００ 千円
　国　　債 － － １００,０００ ２,７００,０００
　地 方 債 ５２２,４００ ９００,０００ ７２０,０００ ８００,０００
　短期社債 － － － －
　社　　債 １,１００,０００ ４,０００,０００ ５,０００,０００ ３,３００,０００
そ の 他 ２００,０００ ２００,０００ ２,１００,０００ ７２５,０００
合　　計 １,８２２,４００ ５,１００,０００ ７,９２０,０００ ７,５２５,０００

２７．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下のと
おりであります。

繰延税金資産
退 職 給 付 引 当 金 ５,５７５ 千円
役員退職慰労引当金 ３,２８５
賞 与 引 当 金 ７８３
貯 蔵 品 ４４９
未 払 事 業 税 ２,２８９
貸 倒 引 当 金 ３,２７６
有 価 証 券 ９６,４４２
そ の 他 １１６

繰延税金資産　小　　計 １１２,２１８
評価性引当額 ３,２８５
繰延税金資産　合　　計 １０８,９３３
繰延税金負債 －
繰延税金資産の純額 １０８,９３３ 千円
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剰余金処分計算書� （単位：千円）

科　　　　　目 令和 ３年度 令和 4年度
当 期 未 処 分 剰 余 金 １4６,4０８ １4８,８６2
積 立 金 取 崩 額 － －
剰 余 金 処 分 額 ９５,９７８ ９８,３８３
	 利 益 準 備 金 － －
	 普通出資に対する配当金 ３,９７８ ３,８８３
	 （年　　 ４％の割合）（年　　 ４％の割合）
	 優先出資に対する配当金 － －
	 （－円につき	－円の割合）（－円につき	－円の割合）
	 事業の利用分量に対する配当金 － －
	 （－円につき	－円の割合）（－円につき	－円の割合）
	 特 別 積 立 金 ９２,０００ ９４,５００
	 （うち目的積立金） － －
繰越金（当期末残高） ５０,4３０ ５０,4７８

科　　　　　目 令和 ３年度 令和 4年度
経 常 収 益 ３００,９７３ ３０６,１2６
	 資 金 運 用 収 益 ２９５,２９９ ２９９,３６６
	 	 貸 出 金 利 息 ６９,７３６ ７５,５１４
	 	 預 け 金 利 息 １９,５４９ １７,４９３
	 	 買 入 手 形 利 息 － －
	 	 コ ー ル ロ ー ン 利 息 － －
	 	 買 現 先 利 息 － －
	 	 債券貸借取引受入利息 － －
	 	 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ２００,５０１ １９９,７７５
	 	 金利スワップ受入利息 － －
	 	 そ の 他 の 受 入 利 息 ５,５１２ ６,５８２
	 役 務 取 引 等 収 益 １,７９８ １,７０４
	 	 受 入 為 替 手 数 料 １,１２０ ９７６
	 	 そ の 他 の 役 務 収 益 ６７７ ７２８
	 そ の 他 業 務 収 益 ３,８７２ ４,８９３
	 	 外 国 為 替 売 買 益 － －
	 	 商 品 有 価 証 券 売 買 益 － －
	 	 国 債 等 債 券 売 却 益 － －
	 	 国 債 等 債 券 償 還 益 ３４ ５５
	 	 金 融 派 生 商 品 収 益 － －
	 	 そ の 他 の 業 務 収 益 ３,８３７ ４,８３７
	 そ の 他 経 常 収 益 ３ １６０
	 	 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 － －
	 	 株 式 等 売 却 益 － －
	 	 金 銭 の 信 託 運 用 益 － －
	 	 そ の 他 の 経 常 収 益 ３ １６０
経 常 費 用 １６９,4５2 １７１,０１７
	 資 金 調 達 費 用 ２６,１８５ ２９,２２０
	 	 預 金 利 息 ２７,９５２ ２９,１１４
	 	 給 付 補 塡 備 金 繰 入 額 １,５４４ １,４７０
	 	 譲 渡 性 預 金 利 息 － －
	 	 借 用 金 利 息 △	３,３１０ △	１,３６３
	 	 売 渡 手 形 利 息 － －
	 	 コ ー ル マ ネ ー利 息 － －
	 	 売 現 先 利 息 － －
	 	 債券貸借取引支払利息 － －
	 	 コマーシャル・ペーパー利息 － －
	 	 金利スワップ支払利息 － －
	 	 そ の 他 の 支 払 利 息 － －
	 役 務 取 引 等 費 用 ５,７０３ ８,３４７
	 	 支 払 為 替 手 数 料 １,２６０ ７７７
	 	 そ の 他 の 役 務 費 用 ４,４４２ ７,５６９
	 そ の 他 業 務 費 用 ２４９ ５２８
	 	 外 国 為 替 売 買 損 － －
	 	 商 品 有 価 証 券 売 買 損 － －
	 	 国 債 等 債 券 売 却 損 － －
	 	 国 債 等 債 券 償 還 損 ２４９ ５２８
	 	 国 債 等 債 券 償 却 － －
	 	 金 融 派 生 商 品 費 用 － －
	 	 そ の 他 の 業 務 費 用 － －
	 経 費 １３７,１６０ １３２,４９６
	 	 人 件 費 ８０,０６４ ７８,３３７
	 	 物 件 費 ５３,５４５ ５０,６６０
	 	 税 金 ３,５５０ ３,４９７
	 そ の 他 経 常 費 用 １５３ ４２４
	 	 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 １５３ ３３９
	 	 貸 出 金 償 却 － －
	 	 株 式 等 売 却 損 － －
	 	 株 式 等 償 却 － －
	 	 金 銭 の 信 託 運 用 損 － －
	 	 そ の 他 資 産 償 却 － －
	 	 そ の 他 の 経 常 費 用 － ８４
経 常 利 益 １３１,５2０ １３５,１０８

損益計算書� （単位：千円） 科　　　　　目 令和 ３年度 令和 4年度
特 別 利 益 － －
	 固 定 資 産 処 分 益 － －
	 負 の の れ ん 発 生 益 － －
	 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 － －
	 償 却 債 権 取 立 益 － －
	 金融商品取引責任準備金取崩額 － －
	 そ の 他 の 特 別 利 益 － －
特 別 損 失 ０ ０
	 固 定 資 産 処 分 損 ０ ０
	 減 損 損 失 － －
	 金融商品取引責任準備金繰入額 － －
	 そ の 他 の 特 別 損 失 － －
税 引 前 当 期 純 利 益 １３１,５2０ １３５,１０８
法人税、住民税及び事業税 ３５,８７５ ３７,０９５
法 人 税 等 調 整 額 ▲�５９３ ▲�4１９
法 人 税 等 合 計 ３５,2８2 ３６,６７６
当 期 純 利 益 ９６,2３８ ９８,4３１
繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ） ５０,１７０ ５０,4３０
積 立 金 取 崩 額 － －
当 期 未 処 分 剰 余 金 １4６,4０８ １4８,８６2
（注）１．記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
　　 ２．出資 １口当たりの当期純利益　９９８円　０２銭

業務粗利益及び業務純益等� （単位：千円）

科　　　　　目 令和 ３年度 令和 4年度
資 金 運 用 収 益 ２９５,２９９ ２９９,３６６
資 金 調 達 費 用 ２６,１８５ ２９,２２０

資 金 運 用 収 支 ２６９,１１３ ２７０,１４５
役 務 取 引 等 収 益 １,７９８ １,７０４
役 務 取 引 等 費 用 ５,７０３ ８,３４７

役 務 取 引 等 収 支 ▲	３,９０４ ▲	６,６４２
そ の 他 業 務 収 益 ３,８７２ ４,８９３
そ の 他 業 務 費 用 ２４９ ５２８

そ の 他 業 務 収 支 ３,６２３ ４,３６４
業 務 粗 利 益 ２６８,８３２ ２６７,８６８
業 務 粗 利 益 率 ０.５９％ ０.５９％
業 務 純 益 １３３,３９３ １３６,８５０
実 質 業 務 純 益 １３３,５８０ １３６,８９６
コ ア 業 務 純 益 １３３,７９４ １３７,３６９
コア業務純益（投資信託解約損益を除く。） １３３,７９４ １３７,３６９

（注）１．	資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用を控除して表示することに
なっていますが、令和 ３年度、令和 ４年度とも金銭の信託の取扱いは
なく、同費用は発生しておりません。

　　 ２．業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定計平均残高×１００
　　 ３．業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
　　 ４．実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
　　 ５．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益
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経費の内訳� （単位：千円）

項　　　　　目 令和 ３年度 令和 4年度
人 件 費 ８０,０６４ ７８,３３７

報 酬 給 料 手 当 ６４,６０６ ６４,０７２
退 職 給 付 費 用 ４,９３９ ３,９９３
そ の 他 １０,５１９ １０,２７２

物 件 費 ５３,５４５ ５０,６６０
事 務 費 ２０,３７３ ２３,０１９
固 定 資 産 費 １３,６０６ １３,９５７
事 業 費 ３,９９０ ４,０７９
人 事 厚 生 費 ８４９ ４０７
有 形 固 定 資 産 償 却 ４,２８２ ３,７０６
無 形 固 定 資 産 償 却 １５７ １５７
そ の 他 １０,２８５ ５,３３３

税 金 ３,５５０ ３,４９７

経 費 合 計 １３７,１６０ １３2,4９６

役務取引の状況� （単位：千円）

科　　　　　目 令和 ３年度 令和 4年度
役 務 取 引 等 収 益 １,７９８ １,７０４

受 入 為 替 手 数 料 １,１２０ ９７６
そ の他の受入手数料 ６７７ ７２８
その他の役務取引等収益 － －

役 務 取 引 等 費 用 ５,７０３ ８,３４７
支 払 為 替 手 数 料 １,２６０ ７７７
そ の他の支払手数料 ３５８ ３５６
その他の役務取引等費用 ４,０８４ ７,２１３

受取利息及び支払利息の増減� （単位：千円）

項　　　　　目 令和 ３年度 令和 4年度
受 取 利 息 の 増 減 １２,５８６ ４,０６６
支 払 利 息 の 増 減 ▲	５８０ ３,０３４

業務純益� （単位：千円）

項　　　　　目 令和 ３年度 令和 4年度
業 務 純 益 １３３,３９３ １３６,８５０

総資産利益率� （単位：％）

区　　　　　分 令和 ３年度 令和 4年度
総 資 産 経 常 利 益 率 ０.２９ ０.３０
総 資 産 当 期 純 利 益 率 ０.２１ ０.２１

（注）	総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産（債務保証見返を
除く）平均残高×１００

総資金利鞘等� （単位：％）

区　　　　　分 令和 ３年度 令和 4年度
資 金 運 用 利 回（ ａ ） ０.６５ ０.６６
資 金 調 達 原 価 率（ ｂ ） ０.３８ ０.３８
総 資 金 利 鞘（ ａ － ｂ ） ０.２７ ０.２８

（注）資金運用利回り＝資金運用収益／資金運用勘定計平均残高×１００
　　	資金調達原価率＝（資金調達費用－金銭の信託運用見合費用＋経費）／資金

調達勘定計平均残高×１００

資金運用勘定、調達勘定の平均残高等

科　　　　目 年度 平均残高　百万円 利息　千円 利回り　％

資 金 運 用 勘 定
３年度 ４４,９７１ ２９５,２９９ ０.６５
４ 年度 ４４,８６４ ２９９,３６６ ０.６６

う ち 貸 出 金
３年度 ７,１００ ６９,７３６ ０.９８
４ 年度 ７,７７３ ７５,５１４ ０.９７

う ち 預 け 金
３年度 １５,９１８ １９,５４９ ０.１２
４ 年度 １３,５２２ １７,４９３ ０.１２

うち有価証券
３年度 ２１,９１４ ２００,５０１ ０.９１
４ 年度 ２３,５３１ １９９,７７５ ０.８４

資 金 調 達 勘 定
３年度 ４２,３５３ ２６,１８５ ０.０６
４ 年度 ４２,１５２ ２９,２２０ ０.０６

うち預金積金
３年度 ３６,８８６ ２９,４９６ ０.０７
４ 年度 ３８,８４０ ３０,５８４ ０.０７

うち譲渡性預金
３年度 － － －
４年度 － － －

う ち 借 用 金
３年度 ５,４６６ △	３,３１０ △	０.０６
４ 年度 ３,３１１ △	１,３６３ △	０.０４

（注）	資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（令和 ３年度 ０百万円、令和 ４年
度 ０百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（令和 ３
年度－百万円、令和 ４年度－百万円）および利息（令和 ３年度－千円、令和
４年度－千円）を、それぞれ控除して表示しております。

　当組合には該当ございません　

先物取引の時価情報

　当組合には該当ございません

オフバランス取引の状況

有価証券の時価等情報

　当組合には該当ございません

売買目的有価証券

　当組合には該当ございません

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの
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自己資本の構成に関する事項� （単位：百万円）

項　　　　　目 令和 ３年度 令和 4年度
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目（ １ ）
普 通 出 資 又 は 非 累 積 的 永 久 優 先 出 資 に 係 る 組 合 員 勘 定 又 は 会 員 勘 定 の 額 ２,６９１ ２,７８３

う ち 、 出 資 金 及 び 資 本 剰 余 金 の 額 ９８ ９５
う ち 、 利 益 剰 余 金 の 額 ２,５９７ ２,６９１
う ち 、 外 部 流 出 予 定 額（ △ ） ３ ３
う ち 、 上 記 以 外 に 該 当 す る も の の 額 － －

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 算 入 さ れ る 引 当 金 の 合 計 額 ２ ２
う ち 、 一 般 貸 倒 引 当 金 コ ア 資 本 算 入 額 ２ ２
う ち 、 適 格 引 当 金 コ ア 資 本 算 入 額 － －

適 格 旧 資 本 調 達 手 段 の 額 の う ち、 コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 含 ま れ る 額 － －
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の ４５ % に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額（ イ ） ２,６９３ ２,７８５
コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目（ ２ ）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 ０ ０

う ち 、 の れ ん に 係 る も の の 額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 ０ ０

繰 延 税 金 資 産（ 一 時 差 異 に 係 る も の を 除 く。） の 額 － －
適 格 引 当 金 不 足 額 － －
証 券 化 取 引 に 伴 い 増 加 し た 自 己 資 本 に 相 当 す る 額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －
前 払 年 金 費 用 の 額 － －
自 己 保 有 普 通 出 資 等（ 純 資 産 の 部 に 計 上 さ れ る も の を 除 く。）の 額 － －
意 図 的 に 保 有 し て い る 他 の 金 融 機 関 等 の 対 象 資 本 調 達 手 段 の 額 － －
少 数 出 資 金 融 機 関 等 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 － －
信 用 協 同 組 合 連 合 会 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 － －
特 定 項 目 に 係 る １ ０ ％ 基 準 超 過 額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
う ち、 繰 延 税 金 資 産（ 一 時 差 異 に 係 る も の に 限 る。）に 関 連 す る も の の 額 － －

特 定 項 目 に 係 る １ ５ ％ 基 準 超 過 額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
う ち、 繰 延 税 金 資 産（ 一 時 差 異 に 係 る も の に 限 る。）に 関 連 す る も の の 額 － －

コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 の 額（ ロ ） ０ ０
自 己 資 本
自 己 資 本 の 額 （ （ イ ） － （ ロ ） ）（ ハ ） ２,６９３ ２,７８５
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 （ ３ ）
信 用 リ ス ク ・ ア セ ッ ト の 額 の 合 計 額 １３,６４８ １４,１４７

う ち、 経 過 措 置 に よ り リ ス ク・ ア セ ッ ト の 額 に 算 入 さ れ る 額 の 合 計 額 ０ ０
う ち、 他 の 金 融 機 関 等 向 け エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － －
う ち 、 上 記 以 外 に 該 当 す る も の の 額 ０ ０

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル・リ ス ク 相 当 額 の 合 計 額 を ８ ％ で 除 し て 得 た 額 ４８７ ５０７
信 用 リ ス ク ・ ア セ ッ ト 調 整 額 － －
オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク 相 当 額 調 整 額 － －
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 の 額 の 合 計 額（ ニ ） １４,１３６ １４,６５５
自 己 資 本 比 率
自 己 資 本 比 率 （ （ ハ ） ／ （ ニ ） ） １９.０５％ １９.００％

（注）	自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第１４条の ２の規定に基づき、信用協同組合及び
信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成１８年金融庁告示第２２号）」に係る算
式に基づき算出しております。なお、当組合は国内基準により自己資本比率を算出しております。
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主要な経営指標の推移� （単位：千円）

区　　　　　分 平成３０年度 令和元年度 令和 2年度 令和 ３年度 令和 4年度
経 常 収 益 ２７７,２４０ ２９５,７８１ ２８６,７１２ ３００,９７３ ３０６,１２６
経 常 利 益 ９８,８２７ ８６,０６１ １１８,２８１ １３１,５２０ １３５,１０８
当 期 純 利 益 ７０,６６７ ６８,２８１ ８５,４２４ ９６,２３８ ９８,４３１
預 金 積 金 残 高 ３２,６７７,７８０ ３３,９１３,２３９ ３５,８９４,６４７ ３８,０９４,０５４ ４０,１１２,５４７
貸 出 金 残 高 ５,３７９,６７９ ５,６３６,８８１ ６,６４２,７９６ ７,６６１,８６１ ７,８７５,２１７
有 価 証 券 残 高 １９,７７６,１２９ ２０,８８１,４７５ ２１,８４２,９９５ ２２,８７２,７０７ ２３,３２１,１８９
総 資 産 額 ３８,６９２,６０４ ３９,８３１,１７６ ４５,００２,３４１ ４６,３９２,０２３ ４４,３２４,４０８
純 資 産 額 ３,０５３,３９０ ３,０４０,４６７ ３,０１２,８８８ ２,８８０,７２４ ２,５３５,１０４
自 己 資 本 比 率（ 単 体 ） ２６.０２％ ２３.５３％ ２２.０５％ １９.０５％ １９.００％
出 資 総 額 １０５,３３０ １０３,３４８ １０１,０３５ ９８,４８２ ９５,８７２
出 資 総 口 数 １０５,３３０口 １０３,３４８口 １０１,０３５口 ９８,４８２口 ９５,８７２口
出 資 に 対 す る 配 当 金 ４,３０４ ４,１４１ ４,０９５ ３,９７８ ３,８８３
職 員 数 ９人 １０人 ９人 １０人 ９人

（注）１．残高計数は期末日現在のものです。
　　 ２．「自己資本比率（単体）」は、平成１８年金融庁告示第２２号により算出しております。

満期保有目的の債券� （単位：百万円）

種　　類
令和 ３年度 令和 4年度

貸借対照表
計上額 時　　価 差　　額 貸借対照表

計上額 時　　価 差　　額

時価が貸借対照表計上額を
超 え る も の

国 債 － － － － － －
地 方 債 － － － － － －
短 期 社 債 － － － － － －
社 債 － － － － － －
そ の 他 ６００ ６０７ ７ ４００ ４０２ ２
小 計 ６００ ６０７ ７ ４００ ４０２ ２

時価が貸借対照表計上額を
超 え な い も の

国 債 － － － － － －
地 方 債 － － － － － －
短 期 社 債 － － － － － －
社 債 － － － － － －
そ の 他 １,７００ １,６０１ △	９８ ２,２００ ２,０１４ △	１８５
小 計 １,７００ １,６０１ △	９８ ２,２００ ２,０１４ △	１８５

合　　　　　　　　　　　計 2,３００ 2,2０９ △�９０ 2,６００ 2,4１７ △�１８2

（注）上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。

市場価格のない株式等及び組合出資金� （単位：百万円）

項　　　　　目
令和 ３年度 令和 4年度
貸借対照表
計上額

貸借対照表
計上額

子 会 社・ 子 法 人 等 株 式 － －
関 連 法 人 等 株 式 － －
非 上 場 株 式 ２ ２
全 信 組 連 出 資 金 ３７ ３７

合　　　　　計 ３９ ３９

金銭の信託

　当組合には該当ございません

運用目的の金銭の信託

　当組合には該当ございません

満期保有目的の金銭の信託

　当組合には該当ございません

その他の金銭の信託
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その他有価証券� � （単位：百万円）

種　　類
令和 ３年度 令和 4年度

貸借対照表
計上額 取得原価 差　　額 貸借対照表

計上額 取得原価 差　　額

貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取得原価を超えるもの

株 式 － － － １２ １０ １
	 債 券 １２,０８７ １１,５９０ ４９７ ９,６９７ ９,３９１ ３０５
	 国 債 ８６２ ８０３ ５９ ４４６ ４０３ ４３
	 地 方 債 ３,０３５ ２,８７９ １５６ ２,７７８ ２,６８１ ９６
	 短 期 社 債 － － － － － －
	 社 債 ８,１８９ ７,９０８ ２８１ ６,４７２ ６,３０６ １６５
そ の 他 ２５８ ２３３ ２５ １３７ １３２ ５
小 計 １２,３４６ １１,８２４ ５２２ ９,８４７ ９,５３４ ３１２

貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取得原価を超えないもの

株 式 ９ １０ △	１ － － －
債 券 ６,６６９ ６,７７８ △	１０９ ９,３５９ ９,７３１ △	３７２
	 国 債 １,７３６ １,７７６ △	３９ ２,２３７ ２,３７０ △	１３２
	 地 方 債 ９５ １００ △	４ ２４７ ２６０ △	１２
	 短 期 社 債 － － － － － －
	 社 債 ４,８３６ ４,９０１ △	６５ ６,８７４ ７,１０１ △	２２７
そ の 他 １,５４５ １,７０１ △	１５５ １,５１２ １,８０１ △	２８９
小 計 ８,２２４ ８,４９０ △	２６６ １０,８７１ １１,５３２ △	６６１

合　　　　　　　　　　　計 2０,５７０ 2０,３１4 2５５ 2０,７１９ 2１,０６７ △�３4８

（注）１．上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
　　 ２．市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。

預貸率の期末値及び期中平均値� （単位：％）

区　　　　　分 令和 ３年度 令和 4年度

預 貸 率
（期　　　末） ２０.１１ １９.６３
（期 中 平 均） １９.２４ ２０.０１

（注）預貸率＝貸出金／（預金積金＋譲渡性預金）×１００

預証率の期末値及び期中平均値� （単位：％）

区　　　　　分 令和 ３年度 令和 4年度

預 証 率
（期　　　末） ６０.０４ ５８.１３
（期 中 平 均） ５９.４１ ６０.５８

（注）預証率＝有価証券／（預金積金＋譲渡性預金）×１００

１ 店舗当りの預金及び貸出金残高� （単位：百万円）

区　　　　　分 令和 ３年度末 令和 4年度末
１ 店 舗 当 り の 預 金 残 高 ３８,０９４ ４０,１１２
１ 店 舗 当りの貸出金残高 ７,６６１ ７,８７５

職員 １人当りの預金及び貸出金残高� （単位：百万円）

区　　　　　分 令和 ３年度末 令和 4年度末
職 員 １人 当 り の 預 金 残 高 ３,８０９ ４,４５６
職員 １人当りの貸出金残高 ７６６ ８７５

資　金　調　達

預金種目別平均残高� （単位：百万円、％）

種　　　　　目
令和 ３年度 令和 4年度

金　額 構成比 金　額 構成比
流 動 性 預 金 １５,８６４ ４３.０ １７,２７４ ４４.５
定 期 性 預 金 ２１,０１２ ５７.０ ２１,５５４ ５５.５
譲 渡 性 預 金 － － － －
そ の 他 の 預 金 １０ ０.０ １１ ０.０

合　　　　　計 ３６,８８６ １００.０ ３８,８4０ １００.０

預金者別預金残高� （単位：百万円、％）

区　　　　　分
令和 ３年度末 令和 4年度末

金　額 構成比 金　額 構成比
個 人 ２３,６６２ ６２.１ ２４,６５５ ６１.５
法 人 １４,４３１ ３７.９ １５,４５７ ３８.５

一 般 法 人 １４,４３１ ３７.９ １５,４５７ ３８.５
金 融 機 関 － － － －
公 金 － － － －

合　　　　　計 ３８,０９4 １００.０ 4０,１１2 １００.０

財形貯蓄残高� （単位：百万円）

項　　　　　目 令和 ３年度末 令和 4年度末
財 形 貯 蓄 残 高 － －

定期預金種類別残高� （単位：百万円）

区　　　　　分 令和 ３年度末 令和 4年度末
固 定 金 利 定 期 預 金 ２０,０９６	 ２１,０２８
変 動 金 利 定 期 預 金 － －
そ の 他 の 定 期 預 金 － －

合　　　　　計 2０,０９６� 2１,０2８
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資　金　運　用

貸出金種類別平均残高� （単位：百万円、％） 貸出金業種別残高・構成比� （単位：百万円、％）

科　　　　　目
令和 ３年度 令和 4年度

金　額 構成比 金　額 構成比
手 形 貸 付 ３４０	 ４.８	 １３９	 １.８
証 書 貸 付 ６,７５９	 ９５.２	 ７,６３４	 ９８.２

合　　　　　計 ７,１００� １００.０� ７,７７３� １００.０

業　種　別
令和 ３年度末 令和 4年度末

金　額 構成比 金　額 構成比
製 造 業 － － － －
農 業 、 林 業 － － － －
漁 業 － － － －
鉱業、採石業、砂利採取業 － － － －
建 設 業 － － － －
電気､ ガス､ 熱供給､ 水道業 － － － －
情 報 通 信 業 － － － －
運 輸 業、 郵 便 業 － － － －
卸 売 業、 小 売 業 － － － －
金 融 業、 保 険 業 － － － －
不 動 産 業 － － － －
物 品 賃 貸 業 － － － －
学術研究、専門・技術サービス業 － － － －
宿 泊 業 － － － －
飲 食 業 － － － －
生活関連サービス業、娯楽業 － － － －
教 育、 学 習 支 援 業 － － － －
医 療 、 福 祉 ５,２１５ ６８.１ ５,６２６ ７１.４
そ の 他 の サ ー ビ ス － － － －
そ の 他 の 産 業 １７８ ２.３ １６９ ２.２
小 計 ５,３９３ ７０.４ ５,７９５ ７３.６
国・地方公共団体等 － － － －
個人（住宅・消費・納税資金等） ２,２６８ ２９.６ ２,０７９ ２６.４

合　　　　　計 ７,６６１ １００.０ ７,８７５ １００.０

(注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

有価証券種類別平均残高� （単位：百万円、％）

有価証券種類別残存期間別残高� （単位：百万円）

担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額� （単位：百万円、％）

区　　　　　分
令和 ３年度 令和 4年度

金　額 構成比 金　額 構成比
国 債 １,７４１	 ７.９	 ２,８５０	 １２.１
地 方 債 ３,４９９	 １６.０	 ２,９０８	 １２.４
短 期 社 債 － － － －
社 債 １２,５２４	 ５７.２	 １３,３９３	 ５６.９
株 式 １２	 ０.１	 １２	 ０.１
外 国 証 券 ２,８３７	 １２.９	 ３,０６６	 １３.０
そ の 他 の 証 券 １,２９９	 ５.９	 １,２９９	 ５.５

合　　　　　計 2１,９１4� １００.０� 2３,５３１� １００.０

（注）当組合は、商品有価証券を保有しておりません。

区　　　　　分 １年以内 １年超
５年以内

５年超
１０年以内 １０年超 期間の定め

のないもの

国 債
令和 ３年度末 ４０２ － － ２,１９７ －
令和 ４年度末 － － １１２ ２,５７２ －

地 方 債
令和 ３年度末 １４４ １,２１５ ７８３ ９８７ －
令和 ４年度末 ５２３ ９１３ ７５５ ８３２ －

短期社債
令和 ３年度末 － － － － －
令和 ４年度末 － － － － －

社 債
令和 ３年度末 ８０５ ３,７８８ ４,９６０ ３,４７１ －
令和 ４年度末 １,１０４ ４,０７７ ４,９４０ ３,２２４ －

株 式
令和 ３年度末 － － － － １１
令和 ４年度末 － － － － １４

外国証券
令和 ３年度末 － ３９７ １,８０５ ７４８ －
令和 ４年度末 １９９ １９８ ２,０９２ ７２７ －

その他の
証 券

令和 ３年度末 － １,１５３ － － －
令和 ４年度末 － １,０３１ － － －

合 計
令和 ３年度末 １,３５2 ６,５５4 ７,５4９ ７,4０4 １１
令和 ４年度末 １,８2７ ６,22１ ７,９００ ７,３５６ １4

区　　　　　分 金　額 構成比 債務保証見返額

当 組 合 預 金 積 金
令和 ３年度末 １９３ ２.５ －
令和 ４年度末 ２１４ ２.７ －

有 価 証 券
令和 ３年度末 － － －
令和 ４年度末 － － －

動 産
令和 ３年度末 － － －
令和 ４年度末 － － －

不 動 産
令和 ３年度末 ４,３０２ ５６.２ １５６
令和 ４年度末 ５,２２４ ６６.４ ２７２

そ の 他
令和 ３年度末 － － －
令和 ４年度末 － － －

小 計
令和 ３年度末 ４,４９６ ５８.７ １５６
令和 ４年度末 ５,４３９ ６９.１ ２７２

信 用 保 証 協 会・
信 用 保 険

令和 ３年度末 ８８１ １１.５ －
令和 ４年度末 ８７７ １１.１ －

保 証
令和 ３年度末 １,０７０ １４.０ －
令和 ４年度末 ７３３ ９.３ －

信 用
令和 ３年度末 １,２１４ １５.８ －
令和 ４年度末 ８２５ １０.５ －

合　　　　　計
令和 ３年度末 ７,６６１ １００.０ １５６
令和 4年度末 ７,８７５ １００.０ 2７2

貸出金金利区分別残高� （単位：百万円）

区　　　　　分 令和 ３年度末 令和 4年度末
固 定 金 利 貸 出 １,８７９ １,４１７
変 動 金 利 貸 出 ５,７８２ ６,４５７

合　　　　　計 ７,６６１ ７,８７５

消費者ローン・住宅ローン残高� （単位：百万円、％）

区　　　　　分
令和 ３年度末 令和 4年度末

金　額 構成比 金　額 構成比
消 費 者 ロ ー ン ９１６ ４８.９ １,０７１ ５６.６
住 宅 ロ ー ン ９５８ ５１.１ ８２２ ４３.４

合　　　　　計 １,８７4 １００.０ １,８９３ １００.０
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貸倒引当金の内訳� （単位：百万円）

貸出金償却額� （単位：百万円）

項　　　　　目
令和 ３年度 令和 4年度

期末残高 増減額 期末残高 増減額
一 般 貸 倒 引 当 金 ２ ０ ２ ０
個 別 貸 倒 引 当 金 ２３ ▲	０ ２３ ０

貸 倒 引 当 金 合 計 2５ ０ 2６ ０

（注）	当組合は、特定海外債権を保有しておりませんので「特定海外債権引当勘
定」に係る引当は行っておりません。

項　　　　　　目 令和 ３年度 令和 4年度
貸 出 金 償 却 額 － －

区　　　　　分 残高
（A）

担保・保証額
（B）

貸倒引当金
（C）

保全率
（B+C）/（A）

引当率
（C）/（A-B）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
令和 ３年度 ２３ － ２３ １００.００ １００.００
令和 ４年度 ２３ － ２３ １００.００ １００.００

危 険 債 権
令和 ３年度 － － － － －
令和 ４年度 － － － － －

要 管 理 債 権
令和 ３年度 ５ － ０ ９.５７ ９.５７
令和 ４年度 ５ － ０ ９.５７ ９.５７

３ か 月 以 上 延 滞 債 権
令和 ３年度 － － － － －
令和 ４年度 － － － － －

貸 出 条 件 緩 和 債 権
令和 ３年度 ５ － ０ ９.５７ ９.５７
令和 ４年度 ５ － ０ ９.５７ ９.５７

小 計
令和 ３年度 ２９ － ２４ ８２.９３ ８２.９３
令和 ４年度 ２９ － ２４ ８３.６１ ８３.６１

正 常 債 権
令和 ３年度 ７,７９０
令和 ４年度 ８,１１９

合　　　　　計
令和 ３年度 ７,８１９
令和 4年度 ８,１4８

（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対す
る債権及びこれらに準ずる債権です。

　　 ２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りがで
きない可能性の高い債権（ １に掲げるものを除く。）です。

　　 ３．「要管理債権」とは、「 ３か月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金です。
　　 ４．「 ３か月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から ３か月以上延滞している貸出金（ １及び ２に掲げるものを除く。）です。
　　 ５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸出金（ １、 ２及び ４に掲げるものを除く。）です。
　　 ６．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権（ １、 ２及び ３に掲げるものを除く。）です。
　　 ７．「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
　　 ８．「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
　　 ９．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息

の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第 ２条第 ３項）によるものに限る。）、貸出
金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行ってい
る場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

　　１０．金額は決算後（償却後）の計数です。

貸出金使途別残高� （単位：百万円、％）

区　　　　　分
令和 ３年度末 令和 4年度末

金　額 構成比 金　額 構成比
運 転 資 金 ２,４５４ ３２.０ ２,２４４ ２８.５
設 備 資 金 ５,２０７ ６８.０ ５,６３０ ７１.５

合　　　　　計 ７,６６１ １００.０ ７,８７５ １００.０

協金法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況� （単位：百万円、％）

経　営　内　容
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　貸倒引当金は、「自己査定基準」及び「償却引当基準」に基づき、自己査定

における債務者区分ごとに計算された貸倒実績率を基に算定しております。

　リスク・ウェイトとは、自己資本比率を算出する際の分母に相当する額

（リスク・アセット額）を求めるために使用する資産や債務者の種類毎の掛

目のことです。

　自己資本比率の算出方法には、あらかじめ定められたリスク・ウェイト

を使用する標準的手法と金融機関の内部格付に基づきリスク・ウェイトを

決定する内部格付手法があります。標準的手法を採用する金融機関につい

ては、リスク・ウェイトの判定に適格格付機関の信用評価（外部格付）の区

分毎に定められたリスク・ウェイトを使用することになります。当組合は、

標準的手法を採用しており、保有する資産の一部（有価証券等）について、

以下の ４機関をリスク・ウェイトの判定に使用しています。

◇　株式会社　格付投資情報センター		 	（R＆Ⅰ）

◇　株式会社　日本格付研究所		 	（JCR）

◇　ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク		 	（Moody’s）

◇　スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービス		 	（S＆P）

　エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使分けは行っておりません。

　信用リスク削減手法とは、組合が抱えている信用リスクを軽減化するため

の措置をいい、具体的には預金担保、有価証券担保、保証などが該当します。

　当組合では融資案件の取上げに際し、資金使途、返済財源、財務内容、開

業計画、立地環境、経営者としての資質、人格など、さまざまな角度から判

断を行っており、担保や保証による保全措置のみを与信の根拠とするのでは

なく、あくまでも補完的な位置づけとして認識しております。与信審査の結

果、担保、保証が必要な場合には、お客さまへの充分な説明とご理解をいた

だいたうえでご契約をいただくなど適切な取扱いに努めております。

　自己資本比率規制における信用リスク削減手法として、当組合が扱う主要

な担保には、自組合預金積金や有価証券（国債、上場株式等）、保証には、信

用保証協会や民間保証等がありますが、その手続については当組合が定める

規定等により、適切な事務取扱ならびに適正な評価・管理を行っております。

　また、お客さまが期限の利益を失われた場合には、全ての与信取引の範

囲において預金相殺等をする場合がありますが、当組合が定める規定や各

種約定書等に基づき適切な取扱いに努めております。

　当組合は、派生商品取引、長期決済期間取引を行っておりません。

　当組合は、証券化取引を行っておりません。

貸倒引当金の計算基準

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

証券化エクスポージャーに関する事項

リ ス ク の 説 明
及びリスク管理の方針

信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化等により、当組合の資産の価値が減少ないし消失し、当組合が損失を被る
リスクのことをいいます。
当組合では、信用リスクを当組合が管理すべき最重要のリスクであるとの認識のうえ、安全性、収益性、成長性、流
動性、公共性の ５原則に従い厳正な与信判断を行っています。

管 理 体 制 与信業務の基本的な理念や手続等を明示した「信用リスク管理方針」、「信用リスク管理規程」を制定し、役職員に理解
と遵守を促すとともに、信用リスク管理を徹底しています。

評 価 ・ 計 測

当組合は医業域の信用組合であるという業態の特殊性から一業態への与信の集中、大口与信の多くが設備資金であり
大口与信先２０先の与信比率が比較的高く推移している状況にありますが、信用リスクの評価につきましては、当組合
では厳格な自己査定を実施しております。そして、信用リスク管理の状況については必要に応じて理事会、常務会と
いった経営陣に報告する態勢を整備しております。
今後、信用リスク軽量化に向け、統合リスク管理態勢を視野に入れ準備を進めてまいります。

リ ス ク の 説 明
及びリスク管理の方針

当組合では、「リスク管理規程」において、オペレーショナル・リスクを「事務事故、システム障害、不正行為等で損害
が生じるリスク」と定義しており、業務運営上、可能な限り回避すべきリスクであります。

管 理 体 制「事務事故、システム障害、不正行為等で損害が生じるリスク」それぞれのリスクについて管理体制や管理方法に関するリスク管理の基本方針を定め、確実にリスクを認識し回避に努めております。

評 価 ・ 計 測
リスクの計測に関しましては、当面、基礎的手法を採用することとし、また、多様化かつ複雑化するリスクに対して
管理態勢の強化に努めております。
これらのリスクに関しては、必要に応じて経営陣による理事会等において報告、協議態勢を整備しております。

信用リスクに関する事項

オペレーショナル・リスクに関する事項

リスク管理体制　－定性的事項－

　自己資本比率規制対応として、オペレーショナル・リスク相当額の算出は基礎的手法を採用しております。

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
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リ ス ク の 説 明
及びリスク管理の方針

上場株式、非上場株式、出資証券、株式関連投資信託にかかるリスク認識については、時価評価によるリスク計測に
よって把握するとともに、当組合が定める「資金運用規程」、「有価証券運用基準」に基づいた適正な運用・管理を行っ
ております。

管 理 体 制 証券会社が作成する当組合の保有有価証券に関する分析資料をもとに管理し金利変動に対するシミュレーション等を
参考にリスクの把握を徹底しております。

評 価 ・ 計 測
運用状況に応じて適宜、理事会に報告、協議するなど適切なリスク管理に努めております。
なお、当該取引にかかる会計処理については、内部規定及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い適正
な処理を行なっています。

リ ス ク の 説 明
及びリスク管理の方針

金利リスクはとってはならないリスクではなく、収益を上げるために一定のリスクを引き受け、コントロールしてい
くものと認識しています。その一方で、リスクは経営体力（自己資本）の範囲内に抑制すべきものでもあります。

管 理 体 制
当組合は、四半期ごとに運用・調達の銀行勘定を各期間帯に振り分け一定の金利ショックを負荷した場合のリスク量
を計測してリスクの現状を把握するとともに経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリスク・コント
ロールに努めております。

評 価 ・ 計 測 当組合では、リスクが過大になっていないか、自己資本に見合っているか等定期的な評価・計測を行い、適宜、対策
を講じる態勢としております。

発 行 主 体 石川県医師信用組合

資 本 調 達 手 段 の 種 類 普通出資

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額 ９５百万円

出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要に関する事項

金利リスクに関する事項

　当組合の自己資本は、組合員の皆様からの出資金および利益剰余金等により構成されています。

　なお、当組合の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。

　当組合は、これまで内部留保による資本の積み上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性、安全性を充分保っていると評価しており

ます。なお、将来の自己資金の充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の積み上げ

を第一義的な施策として考えております。

自己資本調達手段について

自己資本の充実度に関する評価方法について　　　

　銀行勘定における金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預金等）について、

金利変動により発生するリスク量を見るものです。金利リスク量は想定する金利変動幅によって結果は異なります。

　なお、お客さまのご要望により随時払い出すことのできる要求払預金（普通預金等）には明確な金利改定間隔がありません。当組合では、要求払預金の

うち引き出されることなく長期間金融機関に滞留する預金をコア預金と定義し、要求払預金の額の５０％相当額を ０～ ５年の期間に均等に振り分けて（平

均２.５年）リスク量を算定しています。

内部管理上使用した金利リスクの算定手法の概要
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―リスク管理体制（定量的事項）―

自己資本の充実度に関する事項� （単位：百万円）

自己資本比率規制第 3の柱による開示

令和 ３年度 令和 4年度
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計 １３,６４８ ５４５ １４,１４７ ５６５
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー １３,３８７ ５３５ １３,８２９ ５５３

（ⅰ）ソ ブ リ ン 向 け ３２０ １２ ２８３ １１
（ⅱ）金 融 機 関 向 け ２,４３３ ９７ ２,５１９ １００
（ⅲ）法 人 等 向 け ６,４０９ ２５６ ６,３９１ ２５５
（ⅳ）中 小 企 業 等・個 人 向 け ２３６ ９ ２３０ ９
（ⅴ）抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン － － － －
（ⅵ）不 動 産 取 得 等 事 業 向 け － － － －
（ⅶ）三 月 以 上 延 滞 等 － － － －
（ⅷ）出 資 等 － － － －

出 資 等 の エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － － － －
重要な出資のエクスポージャー － － － －

（ⅸ）
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象
普通出資等及びその他外部TLAC関連調達手段に
該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

－ － － －

（ⅹ）
信用協同組合連合会の対象普通出資等で
あってコア資本に係る調整項目の額に算入
されなかった部分に係るエクスポージャー

－ － － －

（ⅺ）そ の 他 ３,９８７ １５９ ４,４０３ １７６
②証 券 化 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － － － －
③リスク・ウエイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー ２６１ １０ ３１８ １２

ル ッ ク ・ ス ル ー 方 式 ２６１ １０ ３１８ １２
マ ン デ ー ト 方 式 － － － －
蓋 然 性 方 式 （ ２ ５ ０ ％ ） － － － －
蓋 然 性 方 式 （ ４ ０ ０ ％ ） － － － －
フ ォ ー ル バ ッ ク 方 式（１２５０％） － － － －

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 － － － －

⑤	他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額

－ － － －

⑥CVAリ ス ク 相 当 額 を ８％ で 除 し て 得 た 額 － － － －
⑦中 央 清 算 機 関 関 連 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － － － －

ロ．オペレーショナル・リスク ４８７ １９ ５０７ ２０
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） １４,１３６ ５６５ １４,６５５ ５８６

（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセットの額× ４％
	 ２ ．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
	 ３ ．	「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、

外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、信用
保証協会等のことです。

	 ４ ．	「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から ３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金
融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

	 ５ ．「その他」とは、（ⅰ）～（ⅹ）に区分されないエクスポージャーです。具体的には貸出金等が含まれます。
	 ６ ．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉	
　　　　　　　　粗利益（直近 ３年間のうち正の値の合計額）×１５％	

÷ ８ ％
	

　　　　　　　　 直近 ３年間のうち粗利益が正の値であった年数

	 ７.単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額× ４％

　P１４をご参照ください。

一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
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個別貸倒引当金
貸出金償却

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
令和 ３年度 令和 4年度 令和 ３年度 令和 4年度 令和 ３年度 令和 4年度 令和 ３年度 令和 4年度 令和 ３年度 令和 4年度

医 療 、 福 祉 ２３ ２３ － ０ ０ － ２３ ２３ － －
そ の 他 の サ ー ビ ス － － － － － － － － － －
そ の 他 の 産 業 － － － － － － － － － －
国・ 地 方 公 共 団 体 等 － － － － － － － － － －
個 人 － － － － － － － － － －

合　　　　　計 2３ 2３ － ０ ０ － 2３ 2３ － －

（注）１．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　 ２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

エクスポージャー
区　　分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の

オフ・バランス取引
債　　　　券 デリバティブ取引 そ　の　他

令和 ３年度令和 4年度令和 ３年度令和 4年度令和 ３年度令和 4年度令和 ３年度令和 4年度令和 ３年度令和 4年度令和 ３年度令和 4年度
国 内 ４２,８２７ ４１,２６５ ７,８１８ ８,１４７ １９,２６９ ２０,２２３ － － １５,７３９ １２,８９４ － －
国 外 ３,３３４ ３,４３３ － － ３,３３４ ３,４３３ － － － － － －
地 域 別 合 計 4６,１６１ 44,６９９ ７,８１８ ８,１4７ 22,６０4 2３,６５７ － － １５,７３９ １2,８９4 － －
製 造 業 １,５００ ２,１００ － － １,５００ ２,１００ － － － － － －
農 業 、 林 業 － － － － － － － － － － － －
漁 業 － － － － － － － － － － － －
鉱業、採石業、砂利採取業 － － － － － － － － － － － －
建 設 業 ４００ ３００ － － ４００ ３００ － － － － － －
電気・ガス・熱供給・水道業 ２,１０１ ２,２０１ － － ２,１０１ ２,２０１ － － － － － －
情 報 通 信 業 ５００ ５００ － － ５００ ５００ － － ０ ０ － －
運 輸 業、 郵 便 業 １,００２ １,１０１ － － １,００２ １,１０１ － － － － － －
卸 売 業、 小 売 業 ９０２ ９０２ － － ９０２ ９０２ － － － － － －
金 融、 保 険 業 １８,９６２ １６,３９２ － － ３,３３２ ３,７３２ － － １５,６２９ １２,６６０ － －
不 動 産 業 １,４００ １,５００ － － １,４００ １,５００ － － － － － －
物 品 賃 貸 業 － － － － － － － － － － － －
学術研究、専門・技術サービス業 － － － － － － － － － － － －
宿 泊 業 － － － － － － － － － － － －
飲 食 業 － － － － － － － － － － － －
生活関連サービス業、娯楽業 － － － － － － － － － － － －
教 育、 学 習 支 援 業 － － － － － － － － － － － －
医 療 、 福 祉 ５,５５０ ６,０６８ ５,５５０ ６,０６８ － － － － － － － －
その他のサービス ２００ ２００ － － ２００ ２００ － － － － － －
そ の 他 の 産 業 ４００ ５００ － － ４００ ５００ － － － － － －
国・地方公共団体等 ９,５６３ ９,３１８ － － ９,５６３ ９,３１８ － － － － － －
個 人 ２,２６８ ２,０７９ ２,２６８ ２,０７９ － － － － － － － －
そ の 他 １,４０８ １,５３３ － － １,３００ １,３００ － － １０８ ２３３ － －
業 種 別 合 計 4６,１６１ 44,６９９ ７,８１８ ８,１4７ 22,６０4 2３,６５７ － － １５,７３９ １2,８９4 － －
１ 　 年　 以　 下 １６,６１６ １３,６９１ ４４１ １０ １,３４５ １,８２２ － － １４,８２９ １１,８５８ － －
１ 年 超 ３ 年 以 下 ３,５４７ ３,６３７ ４５ １３４ ３,５００ ３,５００ － － １ ２ － －
３ 年 超 ５ 年 以 下 ３,２９４ ３,０８５ １８８ １７９ ３,１０２ ２,９０４ － － ３ ２ － －
５ 年 超 ７ 年 以 下 ３,１７５ ３,９２５ ４０６ ３６２ ２,７６９ ３,５６１ － － ０ ０ － －
７ 年 超 １０ 年 以 下 ５,０９８ ４,８２６ ４２６ ４１２ ４,６７１ ４,３６３ － － ０ ５０ － －
１０ 年 超 １４,３２５ １５,３０３ ６,３０９ ７,０４８ ７,２１５ ７,５０４ － － ８００ ７５０ － －
期間の定めのないもの １０３ ２２９ － － － － － － １０３ ２２９ － －
そ の 他 － － － － － － － － － － － －
残 存 期 間 別 合 計 4６,１６１ 44,６９９ ７,８１８ ８,１4７ 22,６０4 2３,６５７ － － １５,７３９ １2,８９4 － －

（注）１．	「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相当
額、デリバティブ取引を除くオフ・バランス取引の与信相当額の合計額です。

　　 ２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から ３ヵ月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。
　　 ３．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　 ４．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等� （単位：百万円）

信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（地域別・業種別・残存期間別）� （単位：百万円）
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告示で定めるリスク・ウェイト区分（％）
エクスポージャーの額

令和 ３年度 令和 4年度
格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し

０ ％ １,９７３ ５,６７６ １,５６３ ６,１３９
１０％ ２,５０４ － ２,３０３ －
２０％ １,９９９ １６,７６０ ２,８９９ １４,０１０
３５％ － － － －
４０％ － ９００ － １,０００
５０％ ７,１０６ １００ ７,１０４ １００
７０％ － ４００ － ４００
７５％ － ３４０ － ３３７
１００％ ３０１ ７,４３１ ３０１ ７,６４２
１３１％ － １００ － １００
２５０％ － － － －
１,２５０％ － － － －
その他 － １,３２３ － １,３２３

合　　　　　計 １３,８８５ ３３,０３３ １4,１７2 ３１,０５4

（注）１．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　 ２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
　　 ３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　 ４．個別貸倒引当金や投資信託等のうちリスク・ウェイト区分が困難なものについては「その他」に区分しています。

信用リスク削減手法
ポートフォリオ

適格金融資産担保 保　　証 クレジット・デリバティブ
令和 ３年度 令和 4年度 令和 ３年度 令和 4年度 令和 ３年度 令和 4年度

信 用 リ ス ク 削 減 手 法 が 適 用 さ れ た
エ ク ス ポ ー ジ ャ ー

１９３ ２５４ １６６ ２８０ － －

（注）１．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
　　 ２．	上記「保証」には、告示（平成１８年金融庁告示第２２号）第４５条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会により保証されたエクスポージャー）、

第４６条（株式会社地域経済活性化支援機構等により保証されたエクスポージャー）を含みません。

リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等� （単位：百万円）

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー� （単位：百万円）

　当組合は該当ございません

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスク

　当組合は該当ございません

証券化エクスポージャー

出資等エクスポージャーに関する事項

貸借対照表計上額及び時価� （単位：百万円） 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額� （単位：百万円）

貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額� （単位：百万円）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額� （単位：百万円）

区　　　　　分
令和 ３年度 令和 4年度

貸借対照表
計上額 時　価 貸借対照表

計上額 時　価

上 場 株 式 等 ９ ９ １２ １２
非 上 場 株 式 等 ３９ - ３９ -

合　　　　　計 4８ ９ ５１ １2

（注）	投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポージャー（いわゆるファン
ド）のうち、上場・非上場の確認が困難なエクスポージャーについては、
非上場株式等に含めて記載しています。

令和 ３年度 令和 4年度
売 却 益 － －
売 却 損 － －
償 却 － －

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

令和 ３年度 令和 4年度
評 価 損 益 － －

（注）	「貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、子会社
株式及び関連会社の評価損益です。

令和 ３年度 令和 4年度
評 価 損 益 △	１ １

（注）	「貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額」
とは、その他有価証券の評価損益です。
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リスク・ウエイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

金利リスクに関する事項

（単位：百万円）

令和 ３年度 令和 4年度

ル ッ ク ・ ス ル ー方 式 を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー ２６１ ３１８

マ ン デ ー ト 方 式 を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － －

蓋 然 性 方 式（ ２ ５ ０ ％）を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － －

蓋 然 性 方 式（ ４ ０ ０ ％）を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － －

フ ォ ー ル バ ッ ク 方 式（ １ ２ ５ ０ ％）を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー － －

（単位：百万円）

IRRBB １ ：金利リスク

項番

イ ロ ハ ニ

ΔEVE ΔNII

当期末 前期末 当期末 前期末

１ 上方パラレルシフト １,４２２ １,４６７ ５１ ５３

２ 下方パラレルシフト ０ ０ ９ ９

３ スティープ化 １,３０５ １,３３５

４ フラット化 ０ ０

５ 短期金利上昇 １４５ １６９

６ 短期金利低下 ０ ０

７ 最大値 １,４２２ １,４６７ ５１ ５３

ホ ヘ

当期末 前期末

８ 自己資本の額 ２,７８５ ２,６９３

（注）金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。
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国　際　業　務

証　券　業　務

　当組合は該当ございません 　当組合は該当ございません

　当組合は該当ございません

外国為替取扱高

公共債引受額

　当組合は該当ございません

外貨建資産残高

公共債窓販実績

そ　の　他　業　務

代理貸付残高の内訳� （単位：百万円） 令和 4年度末公庫・事業団等別貸出残高構成比

区　　　　　分 令和 ３年度末 令和 4年度末
全国信用協同組合連合会 － －
株式会社商工組合中央金庫 － －
独立行政法人福祉医療機構 ７８３ １,３６１
そ の 他 － －

合　　　　　計 ７８３ １,３６１

▪全国信用協同組合連合会 －％
▪株式会社商工組合中央金庫 －％
▪独立行政法人福祉医療機構 １００.０％
▪その他 －％

　私は、当組合の令和 ４年 ４月 １日から令和 ５年 ３月３１日

までの第５９期の事業年度における貸借対照表、損益計算書

及び剰余金処分計算書の適正性、及び同書類作成に係る内

部監査の有効性を確認いたしました。

令和 ５年 ６月１９日
石川県医師信用組合

　　　　　　理事長			安　田　健　二	

　当信用組合は、協同組合による金融事業に関する法律第 ５条の ８第 ３項に規定する「特定信用組合」に該当しておりません。

　当組合では法令等遵守について、「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、当組合の就業規則、行動綱領を基本に役職員への研修を行い信用組合の

職員として、組合員ならびに社会一般から疑惑・不信を招くような行為の防止を図り、信頼を確保し社会的責任を果たすよう努めております。

財務諸表の適正性、内部監査の有効性についての確認

法定監査の状況

法令等遵守体制
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中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組状況

①中小企業の経営支援に関する取組方針
お客さまからの、貸付の条件の変更等のご相談・お申込み等に迅速かつ
適切にお応えすることができるよう努めてまいります。
１．	お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等のご相談・お申込みに対
しては、お客さまのご事情を十分に勘案し、迅速かつ真摯に対応します。

２．	貸付の条件変更等の申込みに際しては、関係する他の金融機関等と連
携を図りながら、円滑な資金供給とお客さまの経営改善に向けた取組
みへの積極的な支援を実施いたします。

３．	お客さまの抱える問題や課題に対しては、お客さまの立場に立ち、最
適な解決策のご提案が出来るよう、コンサルティング機能の強化に努
めます。

４．	中小企業金融円滑化法は平成２５年 ３ 月末に期限を迎えましたが、同法
の期限到来後においても、全役職員への周知を徹底し、当組合全体と
して金融の円滑化に努めます。

②態勢整備の状況
▪自組合内で推進するために行った態勢整備状況について
債務者に対する経営相談・経営指導の強化に向けた取組みとして融資診
断の通信講座を受講及び資格取得など態勢整備を図っています。

③取組状況
▪	当組合は、石川県下の医業界を背景とした業域信用組合として、開業医
や勤務医の先生方に医業経営に関する事業の発展に寄与すると共に地域
住民の医療及び健康管理に貢献することを経営理念・方針に掲げ石川県
医師会をはじめ各郡市医師会と連携して、充実した金融・情報サービス
を提供しております。
▪「『経営者保証に関するガイドライン』への取組方針」及びその取組状況
　	当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦
点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」の趣旨や内容を
十分に踏まえ、お客さまからお借り入れや保証債務整理の相談を受けた
際に真摯に対応するため、「『経営者保証に関するガイドライン』への取
組方針」を以下のとおり策定しております。同取組方針に基づき、経営
者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経
営者の関係性や財務状況等の状況を把握し、同ガイドラインの記載内容
を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めております。また、
どのような改善を図れば経営者保証の解除の可能性が高まるかなどを具
体的に説明し、経営改善支援を行っております。
◦「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針
　	当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、本ガ
イドラインを遵守・尊重してまいります。事業性融資における経営者保
証については一律的に取得することなく、お客さまの状況に応じて、保
証契約の必要性を十分に検討するとともに、経営者保証を頂く場合には、
その理由や範囲等について真摯にかつ丁寧にご説明し、お客さまにご理
解・ご納得をいただけますよう努めてまいります。
１ ．�お客さまと保証契約を締結する際、主に以下の点について確認を行い、
その上で保証金額を含め総合的な検討を行います。

⑴法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。

⑵	法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
⑶法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
⑷法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
⑸経営者等から十分な物的担保の提供がある。
審査の結果、保証をご提供いただく場合、「どの部分が十分でないため
に保証契約が必要となるのか」「どのような改善を図れば保証契約の変
更・解除の可能性が高まるか」等につきましてご説明させていただきま
す。また、将来的な保証契約の見直しに向けた経営改善のお手伝いをさ
せていただきます。
2 ．�万一、保証履行を請求せざるを得ない状況の場合にも、一律に保証金
額の全額に対して請求を行うものではなく、保証履行時のお客さまの
資産状況等を勘案したうえで履行の範囲を決定します。

３．�お客さまから保証契約の変更・解除のお申出があった場合は、主に
⑴～⑸について検討し、改めて保証の必要性や適切な保証金額につ
いて真摯かつ柔軟に対応します。

◦「経営者保証に関するガイドライン」の取組状況
　	令和 ４年度に当組合において、「新規に無保証で融資した件数」は２６件（前
年度１４件）、「新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合」は
４１.２６％（前年度２５.４５％）、「保証契約を解除した件数」及び「経営者保証に
関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数」については、前
年・今年度ともに取り扱いはございませんでした。

④地域の活性化に関する取組状況
▪	融資を通じた地域貢献
石川県下の医業界を背景とした業域信用組合として医業経営を積極的に
支援し、「地域医療」の発展に貢献致します。
	 （令和 ５年 ３月３１日現在）
＊貸出先数　　２８３先	 貸出残高	 ７,８７５,２１７千円
	 ＜使途別貸出残高＞
	 	運　転　資　金	 １,４３１,９３０千円	
	 	設　備　資　金	 ４,５８４,１８３千円	
	 	個人消費その他	 １,８５９,１０３千円	
　　　　　　　　　　　　　　　　	　　	計　　　	 ７,８７５,２１７千円
　代理貸付業務
　福祉医療機構　　２６先	 貸出残高	 １,３６１,５９０千円

▪	地域へのサービスの充実度
⑴店舗の設置数
　本店、 １店舗の営業です。
⑵情報提供活動
　ディスクロージャー誌（ミニディスクロージャー誌含む）をホームページ
に掲載しております。
　石川県医師会報に情報を掲載しております。
⑶石川県医師信用組合ホームページのご案内
　https://www.ishikawaishishin.co.jp
石川県医師信用組合のホームページでは、商品やサービス、財務情報等、
様々な情報がご覧いただけます。

項　　目 取組み内容 実　　績

⑴ライフステージに応じた融
資手法の多様化の取組み

◎新規開業ローン	 ………勤務医の開業支援
◎事業継承ローン	 ………医業後継者への継承支援
◎教育ローン	 ……………教育資金負担への支援
◎オートローン	 …………車購入資金への支援
◎住宅ローン	 ……………住宅取得への支援
◎その他

新規開業ローン	 …………１１件/１,０３５百万円
事業継承ローン	 …………取扱いなし
教育ローン	 ……………… ５件/３６百万円
オートローン	 ……………３３件/１４６百万円
住宅ローン	 ……………… ３件/１８４百万円
その他	 …………………… ４件/２６百万円

⑵不動産担保や保証に依存し
ない融資

【キャッシュフロー】を重視した対応
案件により（融資金額、資金使途、期間）財務状況、取引状況、
その他経営状況を総合的に判断対応いたします。

オートローン	 ……………３３件/１４６百万円
事業ステップアップ	 …… ２件/ ５ 百万円
リフォームローン	 ……… ３件/２４百万円

⑶「社会福祉法人」への融資
“医療”と“福祉”そして“介護”は切り離せなくなっており、介護関
係の資金需要にも積極的に対応いたします。

取扱いなし
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当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の概要について

　当組合では、お客様により一層のご満足を頂けるよう、お取引に係る苦情等を受付けておりますので、お気軽にお申出ください。

　＊苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。

当組合へのお申出先
苦情等受付窓口にお願いいたします。

＜窓　口＞
住　　所：石川県金沢市鞍月東 ２丁目４８番地
電話番号：０７６－２３９－０１２６
受付時間：午前 ９時から午後 ５時
　　　　　（土日・祝日および金融機関の休日を除く）

　苦情等のお申出は当信用組合のほか、しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受け付けています。

　（詳しくは、当組合の苦情等受付窓口へご相談ください。）

名　　称 しんくみ相談所（（一社）全国信用組合中央協会）
住　　所 〒１０４-００３１　東京都中央区京橋１-９- ５
電話番号 ０３-３５６７-２４５６

受 付 日
時　　間

月～金（祝日及び金融機関休業日を除く）
９：００～１７：００

　相談所は、公平・中立な立場でお申出を伺い、お申出のお客様の了解を得たうえ、当該の信用組合に対し迅速な解決を要請します。

▼
　	金沢弁護士会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合

苦情等相談窓口またはしんくみ相談所へお申出ください。

　また、お客様が直接、仲裁センター等へ申出ることも可能です。

名　称
金沢弁護士会
紛争解決センター

東京弁護士会
紛争解決センター

第一東京弁護士会
仲裁センター

第二東京弁護士会
仲裁センター

住　所
〒９２０-０９３７
石川県金沢市丸の内 ７番３６号

〒１００-００１３
東京都千代田区霞ヶ関１-１- ３

〒１００-００１３
東京都千代田区霞ヶ関１-１- ３

〒１００-００１３
東京都千代田区霞ヶ関１-１- ３

電　話 ０７６-２２１-０２４２ ０３-３５８１-００３１ ０３-３５９５-８５８８ ０３-３５８１-２２４９

受付日 月～金（除　祝日、年末年始） 月～金（除　祝日、年末年始） 月～金（除　祝日、年末年始） 月～金（除　祝日、年末年始）

時　間 １０：００～１７：００
９ ：３０～１２：００
１３：００～１５：００

１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

９ ：３０～１２：００
１３：００～１７：００
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４ ． ６ ．２１㈫　地区別懇談会（WEBで実施）
４． ７．２９㈮　北陸三県信用組合協会の臨時総会（於　金沢市）
４． ９．２０㈫　預金保険機構による検査を受検
４．１０． ８ ㈯　全国医師信用組合連絡協議会の総会（於　岩手県）
４．１０．２６㈬　地区別懇談会（於　名古屋市）
４．１１．１１㈮　北陸財務局との経営懇談会（於　金沢市）
４．１１．１６㈬　北陸財務局とのトップヒアリング（於　当組合）

４．１２． ９ ㈮　２０２２年度分野横断的演習（於　当組合）
５． ２． ５㈰　２０２２年度共同センター被災訓練（於　当組合）
～ ５． ２． ６㈪
５． ２． ８㈬　北陸三県信用組合協会の新年情報交換会（於　金沢市）
５． ２．２１㈫　くみれん資金運用会議（於　名古屋市）
５． ３． ４㈯　全国医師信用組合連絡協議会の事務会議（於　岩手県）

トピックス

　石川県下全域

　現金自動受払機の設置はありません

A．預金業務	 	普通預金、通知預金、定期預金、定期積金、別

段預金、納税準備預金を取扱っております。

B．貸付業務	 手形貸付、証書貸付を取扱っております。

C．有価証券投資業務	 	預金の支払準備及び資金運用のため、国債、地

方債、社債、株式、その他の証券に投資してお

ります。

D．内国為替業務	 	送金為替、当座振込及び代金取立等を取扱って

おります。

E．付帯業務	 （イ）債務の保証業務　（ロ）代理業務　

	 　・独立行政法人福祉医療機構の代理貸付業務

　当組合の子会社はありません

地区一覧

自動機器設置状況

主要な事業の内容

当組合の子会社

内国為替取扱実績� （単位：百万円）

店舗一覧（事務所の名称及び所在地）

区　　　　　分
令和 ３年度末 令和 4年度末
件数 金額 件数 金額

送金・振込
他の金融機関向け １３,６６６ １７,７３５ １４,３４４ １８,８７８
他の金融機関から ７,００８ １２,８６９ ７,５８８ １４,９７３

代 金 取 立
他の金融機関向け － － － －
他の金融機関から － － － －

店　名 所　　在　　地 電　　　話 F　A　X

本　店
〒９２０-８２０１
　金沢市鞍月東 ２丁目４８番地

０７６-２３９-０１２６ ０７６-２３９-０４８７

Ⅱ．両替手数料
１～　１００枚 無料
１０１～　３００枚 １１０円
３０１～１,０００枚 ３３０円
１,００１枚以上 ６６０円

１ ．	お客様が「持参された紙幣・硬貨の合計枚数」と「受け取られる紙幣・硬
貨の合計枚数」のいずれか多い方の枚数とさせていただきます。

２．次の両替については、無料とさせていただきます。
　　⑴汚損した現金の交換
　　⑵記念硬貨の交換

Ⅲ．融資手数料
種　　類 組合員

繰上げ返済手数料
返済残高の０.１％（１００円未満切捨）、上限を
３０,０００円とする。

Ⅳ．その他の手数料
種　　類 組合員 組合員外

代 金 取 立 手 数 料 ７７０円 ７７０円
残高証明発行手数料（定例発行） 無料 ５５０円
残高証明発行手数料（定例発行以外） ２２０円 ５５０円

諸手数料一覧表

Ⅰ．振込手数料	 （令和 ５年 ３月末現在）

種　　類
組合員 組合員外

３万円未満 ３万円以上 ３万円未満 ３万円以上
当 組 合 内 振 替 無料 無料 無料 無料

他 金 融 機 関 の 同 一
口 座 宛 へ の 振 込

無料 無料 ５５０円 ７７０円

・	法人・理事長間の振込
・	法 人 か ら 理 事 長 も し
く は そ の ご 家 族 が 経
営 す る 法 人 へ の 振 込
・	理事長から理事長もし
く は そ の ご 家 族 が 経
営 す る 法 人 へ の 振 込
・	開業医の先生から本人
もしくはそのご家族が
経営する法人への振込

無料 無料 ５５０円 ７７０円

給与振込契約による振込 無料 無料

給 与 振 込 依 頼 書 の 持
込 期 日 経 過 後　 １件

１６５円 ２２０円

給与とみなされる振込 無料 無料

毎 月 定 額 振 込 契 約 を
交 わ し て い る 振 込

無料 無料

各医師会・関連団体等から、
医師及び医療法人への振込

無料 無料

他 金 融 機 関 の 別 名 義
口 座 宛 へ の 振 込

１６５円 ２２０円 ５５０円 ７７０円

振込の訂正・組戻手数料 ７７０円 ７７０円

＊関連団体等とは、各連区医師会、医師連盟等当組合の組合員でない団体をいう。
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お客様ご利用アンケート実施結果について

　石川県医師信用組合では、お客様によりご満足いただけるサービスをご提供できます様に、「お客様ご利用アンケート」を実施しております。

　この度のアンケート調査にご協力いただきましたお客様には、厚く御礼申し上げます。

　皆さまにご協力いただきましたアンケートの結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。

　今回のアンケート結果は、私どもへの貴重なご意見として今後の組合施策に活かしてまいります。

【調　　査　　手　　法】	 「お客様ご利用アンケート」のお願い　※	該当項目を○で囲んでください

【調　査　実　施　期　間】	 令和 ４年１２月 １ 日～令和 ４年１２月２６日

【アンケート対象及び人数】	 ３０歳代以下	・	４０歳代	・	５０歳代	・	６０歳代以上

対象者（人） 内回答者（人） 回答率

開業医 １１５ ９０ ７８.３%

勤務医 ３５ ２２ ６２.９%

計 １５０ １１２ ７４.７%
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索　　引 各開示項目は、下記のページに記載しております。なお、＊印は、「協同組合による金融事業に関する法律施行規則」並びに「金融再生法に基づく開示」で規定
されております法定開示項目です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

頁

■ごあいさつ………………………………………………………………… 　２

【概況・組織】

１ ．事業方針…………………………………………………………… 　 ３、４

　　令和 ４年度　経営環境・事業概況　

　　当組合の顧客保護への取組　

　　報酬体系の開示に関する事項＊　

２．事業の組織＊…………………………………………………………… 　２

３ ．役員一覧（理事及び監事の氏名・役職名）＊………………………… 　３

４ ．組合員数………………………………………………………………… 　４

５ ．店舗一覧（事務所の名称・所在地）＊…………………………………　２４

６ ．地区一覧…………………………………………………………………　２４

７ ．自動機器設置状況………………………………………………………　２４

８ ．子会社の状況……………………………………………………………　２４

【主要事業内容】

９ ．主要な事業の内容＊……………………………………………………　２４

１０．信用組合の代理業者＊………………………………………　取扱いなし

【業務に関する事項】

１１．事業の概況＊…………………………………………………………… 　３

１２．経常収益＊……………………………………………………………… 　８

１３．経常利益（損失）＊……………………………………………………… 　８

１４．当期純利益（損失）＊…………………………………………………… 　８

１５．業務純益………………………………………………………………… 　９

１６．預金積金残高＊…………………………………………………………　１１

１７．貸出金残高＊……………………………………………………………　１１

１８．有価証券残高＊…………………………………………………………　１１

１９．総資産額＊………………………………………………………………　１１

２０．純資産額＊………………………………………………………………　１１

２１．単体自己資本比率＊……………………………………………………　１１

２２．出資総額、出資総口数＊………………………………………………　１１

２３．出資配当金＊……………………………………………………………　１１

２４．職員数＊…………………………………………………………………　１１

【主要業務に関する指標】

２５．資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支＊…………… 　８

２６．業務粗利益及び業務粗利益率＊……………………………………… 　８

２７．経費の内訳……………………………………………………………… 　９

２８．役務取引の状況………………………………………………………… 　９

２９．受取利息、支払利息の増減＊………………………………………… 　９

３０．総資産経常利益率＊…………………………………………………… 　９

３１．総資産当期純利益率＊………………………………………………… 　９

３２．資金運用勘定・資金調達勘定の平均残高、

　　利息、利回り、資金利鞘＊…………………………………………… 　９

【預金に関する指標】

３３． １ 店舗当り預金残高……………………………………………………　１２

３４．職員 １人当り預金残高…………………………………………………　１２

３５．預金種目別平均残高＊…………………………………………………　１２

３６．預金者別預金残高………………………………………………………　１２

３７．財形貯蓄残高……………………………………………………………　１２

３８．定期預金種類別残高＊…………………………………………………　１２

【貸出金等に関する指標】

３９．預貸率（期末・期中平均）＊……………………………………………　１２

４０． １ 店舗当り貸出金残高…………………………………………………　１２

４１．職員 １人当り貸出金残高………………………………………………　１２

４２．貸出金種類別平均残高＊………………………………………………　１３

４３．貸出金業種別残高・構成比＊…………………………………………　１３

４４．貸出金金利区分別残高＊………………………………………………　１３

４５．消費者ローン・住宅ローン残高………………………………………　１３

４６．担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額＊………………………　１３

４７．貸出金使途別残高＊……………………………………………………　１４

４８．代理貸付残高の内訳……………………………………………………　２１

【有価証券に関する指標】

４９．商品有価証券の種類別平均残高＊…………………………　取扱いなし

５０．預証率（期末・期中平均）＊……………………………………………　１２

５１．有価証券の種類別平均残高＊…………………………………………　１３

５２．有価証券種類別残存期間別残高＊……………………………………　１３

【経営管理体制に関する事項】

５３．リスク管理体制＊……………………………　１５、１６、１７、１８、１９、２０

５４．法令遵守の体制＊………………………………………………………　２１

５５．中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組状況＊……　２２

５６．経営者保証に関するガイドラインへの取組方針及び

　　その取組状況……………………………………………………………　２２

５７．苦情処理措置及び紛争解決措置の内容＊……………………………　２３

資料編

（自己資本比率規制に関する事項を含む）

【財産の状況】

５８．貸借対照表、損益計算書、

　　剰余金処分（損失金処理）計算書＊…………………… 　 ５、 ６、 ７、８

５９．先物取引の時価情報…………………………………………………… 　９

６０．オフバランス取引の状況……………………………………………… 　９

６１．有価証券の時価等情報………………………………………………… 　９

６２．自己資本の構成に関する事項（自己資本比率明細）＊………………　１０

６３．有価証券、金銭の信託等の評価＊………………………………　１１、１２

６４．貸倒引当金（期末残高・期中増減額）＊………………………………　１４

６５．貸出金償却の額＊………………………………………………………　１４

６６．協金法開示債権（リスク管理債権）及び

　　金融再生法開示債権の保全・引当状況………………………………　１４

６７．自己資本調達手段………………………………………………………　１６

６８．自己資本の充実度に関する評価方法…………………………………　１６

６９．外貨建資産残高…………………………………………………………　２１

７０．財務諸表の適正性及び内部監査の有効性について…………………　２１

７１．法定監査の状況…………………………………………………………　２１

７２．オプション取引の時価情報…………………………………　取扱いなし

【その他の業務】

７３．外国為替取扱実績………………………………………………………　２１

７４．公共債引受額……………………………………………………………　２１

７５．公共債窓販実績…………………………………………………………　２１

７６．公庫・事業団等別貸出残高構成比……………………………………　２１

７７．手数料一覧………………………………………………………………　２４

７８．内国為替取扱実績………………………………………………………　２４

【その他】

７９．沿革・歩み……………………………………………………………… 　２

８０．経営環境………………………………………………………………… 　３

８１．第５９期通常総会について……………………………………………… 　４

８２．トピックス………………………………………………………………　２４

８３．お客様ご利用アンケート実施結果について…………　２５、２６、２７、２８



石川県医師信用組合
〒９2０-８2０１　金沢市鞍月東 2丁目4８番地
TEL（０７６）2３９-０１2６　FAX（０７６）2３９-０4８７

URL　https://www.ishikawaishishin.co.jp


